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　福岡県告示第875号

　森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定に基づき、保安林の指定を

するので、森林法第33条第６項において準用する同条第１項の規定により次のように告

示する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　保安林の所在場所

　　築上郡築上町大字寒田640の36

２　指定の目的

　　水源のかん養

３　指定施業要件

　⑴　立木の伐採の方法

ア　主伐に係る伐採種は、定めない。

イ　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る

市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

⑵　立木の伐採の限度並びに植栽の方法、期間及び樹種次のとおりとする。（「次の

とおり」は、省略し、その関係書類を福岡県農林水産部森林保全課及び築上町役場

に備え置いて縦覧に供する。）

　福岡県告示第876号

　合河東部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭

和24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事
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氏　　　名 住　　　　　　　　　所

中　岩　　　嵩 豊前市大字上川底261番地４

ノ明　　　豊 　〃　大字中川底499番地

山　崎　長　年 　〃　　　〃　　1348番地

松　崎　重　美 　〃　　　〃　　1040番地１

大　岩　久　和 　〃　大字上川底407番地

清　水　　　勝 　〃　　　〃　　1035番地１

戸　成　　　忠 　〃　　　〃　　700番地

山　本　矩　生 　〃　　　〃　　1477番地

２　退任監事

氏　　　名 住　　　　　　　　　所

平　田　精三郎 豊前市大字上川底1230番地１

西　村　一　憲 　〃　大字中川底407番地３

３　就任理事

氏　　　名 住　　　　　　　　　所

中　岩　　　嵩 豊前市大字上川底261番地４

ノ明　　　豊 　〃　大字中川底499番地

山　崎　長　年 　〃　　　〃　　1348番地

松　崎　重　美 　〃　　　〃　　1040番地１

大　岩　久　和 　〃　大字上川底407番地

清　水　　　勝 　〃　　　〃　　1035番地１

戸　成　重　義 　〃　　　〃　　1050番地

山　本　矩　生 　〃　　　〃　　1477番地

４　就任監事

氏　　　名 住　　　　　　　　　所

平　田　精三郎 豊前市大字上川底1230番地１

西　村　一　憲 　〃　大字中川底407番地３

　福岡県告示第877号

　合河西部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭

和24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

氏　　　名 住　　　　　　　　　所

尾　知　秀　信 豊前市大字天和172番地

２　就任理事

氏　　　名 住　　　　　　　　　所

田　中　数　義 豊前市大字天和219番地１

　福岡県告示第878号

　合河北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭

和24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

氏　　　名 住　　　　　　　　　所

髙　上　正　義 豊前市大字山内81番地

吉　田　好　敏 　〃　大字下河内181番地１

岡　﨑　　　晃 　〃　　　〃　　1088番地　

永　末　見　二 　〃　　　〃　　1605番地

青　木　友　吉 　〃　　　〃　　2148番地１

青　木　　　操 　〃　　　〃　　1950番地

初　山　　　勝 　〃　大字山内331番地

髙　上　澄　雄 　〃　　　〃　324番地１

夕　田　勝　茂 　〃　大字挾間550番地２
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２　退任監事

氏　　　名 住　　　　　　　　　所

吉　川　時　夫 豊前市大字挾間438番地

青　木　 　雄 　〃　大字下河内1934番地１

３　就任理事

氏　　　名 住　　　　　　　　　所

髙　上　正　義 豊前市大字山内81番地

吉　田　好　敏 　〃　大字下河内181番地１

岡　﨑　　　晃 　〃　　　〃　　1088番地　

永　末　見　二 　〃　　　〃　　1605番地

笈　木　正　博 　〃　　　〃　　2138番地

青　木　　　操 　〃　　　〃　　1950番地

初　山　　　勝 　〃　大字山内331番地

髙　上　澄　雄 　〃　　　〃　324番地１

夕　田　勝　茂 　〃　大字挾間550番地２

依　田　二　則 　〃　　　〃　585番地１

４　就任監事

氏　　　名 住　　　　　　　　　所

吉　川　時　夫 豊前市大字挾間438番地

青　木　 　雄 　〃　大字下河内1934番地１

　福岡県告示第879号

　角田北部土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭

和24年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事
氏　　　名 住　　　　　　　　　所

小　畠　政　幸 豊前市大字松江1539番地

栁　井　規久夫 　〃　　〃　　1511番地

倉　本　信　一 　〃　　〃　　1478番地　

池　田　正　三 　〃　　〃　　880番地２

浅　野　勲　男 　〃　　〃　　1585番地

榎　本　　　太 　〃　大字畠中243番地２

島　津　義　博 　〃　　〃　　1718番地２

２　退任監事
氏　　　名 住　　　　　　　　　所

長　松　豊　秋 豊前市大字畠中43番地４

奥　　　繁　幸 　〃　　〃　　155番地

３　就任理事
氏　　　名 住　　　　　　　　　所

小　畠　政　幸 豊前市大字松江1539番地

栁　井　規久夫 　〃　　〃　　1511番地

倉　本　信　一 　〃　　〃　　1478番地　

池　田　正　三 　〃　　〃　　880番地２　　

浅　野　勲　男 　〃　　〃　　1585番地

榎　本　　　太 　〃　大字畠中243番地２

島　津　義　博 　〃　　〃　　1718番地２

４　就任監事
氏　　　名 住　　　　　　　　　所

長　松　豊　秋 豊前市大字畠中43番地４

奥　　　繁　幸 　〃　　〃　　155番地

　福岡県告示第880号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第
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4 36条第３項の規定により公告する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡粕屋町大字仲原字脇田2342番５、2343番１、2343番７及び2343番８

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　糟屋郡粕屋町大字仲原2348番１

　　G&B興産株式会社

　　代表取締役　安河内　俊弘

　福岡県告示第881号

　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定に基づき、平成22年８月福

岡県告示第1342号北九州都市計画下水道事業北九州公共下水道の事業計画の変更を認可

したので、同条第２項において準用する同法第62条第１項の規定により次のように告示

する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　施行者の名称

　　北九州市

２　都市計画事業の種類及び名称

　　北九州都市計画下水道事業北九州公共下水道

３　事業施行期間

　　昭和32年９月６日から平成27年３月31日まで

４　事業地

　⑴　収用の部分

　平成22年福岡県告示第1342号の事業地のうち次の地内において事業地を変更する

。

　北九州市小倉南区沼緑町一丁目、沼緑町五丁目及び沼南町一丁目の各丁目の一部

。

同市八幡東区前田一丁目、前田二丁目及び西本町四丁目の各丁目の一部。

　同市若松区桜町、老松二丁目、波打町、深町一丁目、響南町、北湊町及び大字安

瀬の一部。

　⑵　使用の部分

　　　なし

　福岡県告示第882号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡須恵町大字植木字坂本1703番から1706番まで、1707番１、1708番１及び1708

　番５並びにこれらの区域内にある道路である町有地の全部

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

神奈川県横浜市北区新羽町2099

株式会社　デザートランド

代表取締役社長　井上　晃

　福岡県告示第883号

　次の開発行為に関する工事が完了したので、都市計画法（昭和43年法律第100号）第

36条第３項の規定により公告する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　開発区域に含まれる地域の名称

　　糟屋郡久山町大字猪野字平原779番５及び779番６

２　開発許可を受けた者の所在地、名称及び代表者氏名

　　糟屋郡篠栗町大字尾仲360番地32

　　小林　豊洋
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　　小林　絵梨子

　　 公　　　告
　公告

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第11条第３項の規定に基づき、大規模

小売店舗の承継の届出があったので、次のとおり公告する。

　なお、当該届出及び添付書類は、この公告の日から１月間、福岡県商工部中小企業振

興課及び北九州中小企業振興事務所において縦覧に供する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　届出年月日

平成23年４月26日

２　届出をした者の名称、代表者の氏名及び住所

株式会社ハイマート

代表取締役　後藤圭介

福岡県福岡市中央区平和五丁目４番１号

３　大規模小売店舗の名称及び所在地	

名　称　生鮮市場たんと中鶴店

所在地　福岡県中間市中鶴四丁目1604番１ほか

４　承継があった年月日

平成21年10月30日

５　承継前に届出をした者の名称及び住所

名称　西原食品株式会社

住所　福岡県福津市中央三丁目２番２号

６　承継の理由

売却のため

７　承継に係る店舗面積

1,733㎡

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

　　福岡県財務会計システム統合保守業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

福岡県総務部総務事務センター

　⑵　所在地

福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

平成23年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

　⑴　氏名

株式会社ＫＣＣ　

　⑵　住所

福岡市博多区店屋町１番35号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

71,190,000円

６　契約の相手方を決定した手続

　　随意契約

７　随意契約を行った理由

政府調達に関する協定第15条１⒝及び⒟該当

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成23年５月20日
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１　契約に係る特定役務の名称

人事給与システム運用保守業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

⑴　部局の名称

　福岡県総務部総務事務センター

⑵　所在地

　　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

平成23年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

⑴　氏名

　ＴＩＳ株式会社	産業・公共事業統括本部	産業・公共第１事業本部	

　西日本第１事業部	九州支社

⑵　住所

　福岡市博多区奈良屋町２番１号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

37,275,000円

６　契約の相手方を決定した手続

随意契約

７　随意契約を行った理由

政府調達に関する協定第15条１⒝及び⒟該当

　公告

　緑の募金による森林整備等の推進に関する法律（平成７年法律第88号）第５条第３項

の規定に基づき、福岡県緑化推進委員会から次のとおり団体名称の変更の届け出があっ

たので、同条第４項の規定により次のように公示する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

変更前の名称 変更後の名称 変更年月日

財団法人福岡県水源の森基金 公益財団法人福岡県水源の森基金 平成23年５月２日

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成23年５月20日

	 福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　契約に係る特定役務の名称

庶務事務システム保守運用業務委託

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

⑴　部局の名称

福岡県総務部総務事務センター

⑵　所在地

　福岡市博多区東公園７番７号

３　契約の相手方を決定した日

平成23年４月１日

４　契約の相手方の氏名及び住所

⑴　氏名

富士電機株式会社九州支社

⑵　住所

福岡市博多区店屋町５番18号

５　契約金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

36,435,000円

６　契約の相手方を決定した手続

随意契約

７　随意契約を行った理由

政府調達に関する協定第15条１⒝及び⒟該当



平
成
23
年
5月
20
日
　
金
曜
日

第
3
2
5
6
号

福
　

岡
　

県
　

公
　

報
7

　　 監 査 委 員
　監査公表第３号

　保健医療介護部出先機関の筑紫保健福祉環境事務所等12か所について実施した定期監

査結果の報告（平成23年２月25日22監一第767号）に基づき、措置を講じた旨の通知が

あったので、地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規定により、次のと

おり公表する。

　　平成23年５月20日

	 福 岡 県 監 査 委 員　　小　串　正　伸　　

	 同 　　　　　　　　　　　　　進　谷　庸　助　　

	 同 　　　　　　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　

	 福岡県監査委員職務執行者　　日　野　喜美男　　
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岡
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23
保
総
第
18
2号
　

	
平
成
23
年
４
月
21
日
　

　
福
岡
県
監
査
委
員
　
小
　
串
　
正
　
伸
　
殿

　
同
　
　
　
　
　
　
　
進
　
谷
　
庸
　
助
　
殿

　
同
　
　
　
　
　
　
　
伊
　
藤
　
龍
　
峰
　
殿

　
同
　
　
　
　
　
　
　
日
　
野
　
喜
美
男
　
殿

	
福
岡
県
知
事
　
　
麻
　
生
　
　
渡
　
　
　
　
　
　

監
査
結
果
に
係
る
措
置
に
つ
い
て
（
通
知
）

　
平
成
23
年
２
月
25
日
22
監
一
第
76
7号
の
監
査
結
果
の
報
告
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
講
じ
た
措
置
に
つ

い
て
通
知
し
ま
す
。

記

対
象
機
関
名

監
査
の
結
果

講
じ
た
措
置
の
内
容

宗
像
・
遠
賀
保

健
福
祉
環
境
事

務
所

　
生
活
保
護
費
に
お
い

て
、
認
定
誤
り
等
に
よ

り
92
,1
42
円
が
支
給
過

不
足
と
な
っ
て
い
る
。

（
２
件
）

　
支
給
過
不
足
に
つ
い
て
は
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

　
今
後
は
、
扶
助
費
の
変
更
決
定
等
の
決
裁
時
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
の
強
化
は
も
と
よ
り
、
救
護
施
設
入
所
者
に
対
し
て
変
更
決

定
通
知
書
を
発
出
す
る
。

　
ま
た
、
救
護
施
設
へ
の
扶
助
費
の
支
払
に
対
す
る
マ
ニ
ュ
ア

ル
を
作
成
し
、
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
に
周
知
徹
底
す
る
。

田
川
保
健
福
祉

事
務
所

　
生
活
保
護
費
に
お
い

て
、
認
定
誤
り
等
に
よ

り
67
,2
56
円
が
支
給
不

足
と
な
っ
て
い
る
。
（

４
件
）

　
支
給
不
足
に
つ
い
て
は
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

　
今
後
は
、
扶
助
費
の
変
更
決
定
等
の
決
裁
時
の
チ
ェ
ッ
ク
体

制
の
強
化
は
も
と
よ
り
、
収
入
認
定
調
書
の
活
用
等
に
よ
り
保

護
台
帳
の
自
主
的
内
部
点
検
の
改
善
を
図
る
。

　
ま
た
、
新
規
開
始
点
検
表
の
見
直
し
を
行
い
、
適
正
な
処
理

に
努
め
る
。

南
筑
後
保
健
福

祉
環
境
事
務
所

　
生
活
保
護
費
に
お
い

て
、
認
定
誤
り
等
に
よ

り
10
3,
51
4円
が
支
給

過
不
足
と
な
っ
て
い
る

。
（
８
件
）

　
支
給
過
不
足
に
つ
い
て
は
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

　
今
後
は
、
就
労
経
費
(通
勤
費
）
の
認
定
事
務
処
理
要
領
を

作
成
し
、
チ
ェ
ッ
ク
表
を
導
入
す
る
。

　
ま
た
、
入
力
デ
ー
タ
の
複
数
職
員
に
よ
る
照
合
・
確
認
を
徹

底
す
る
。

京
築
保
健
福
祉

環
境
事
務
所

　
生
活
保
護
費
に
お
い

て
、
認
定
誤
り
等
に
よ

り
61
,7
35
円
が
支
給
過

不
足
と
な
っ
て
い
る
。

（
４
件
）

　
支
給
過
不
足
に
つ
い
て
は
所
要
の
措
置
を
講
じ
て
い
る
。

　
今
後
は
、
就
労
収
入
認
定
に
係
る
研
修
を
行
う
と
と
も
に
収

入
認
定
決
裁
時
に
チ
ェ
ッ
ク
表
を
導
入
す
る
こ
と
等
に
よ
り
チ

ェ
ッ
ク
体
制
を
強
化
す
る
。
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　監査公表第４号

　平成23年３月８日付けで提出された福岡県職員措置請求（住民監査請求）については

、地方自治法（昭和22年法律第67号）第242条第４項の規定に基づき監査を実施したの

で、その結果を次のとおり公表する。

　　平成23年５月20日

	 福岡県監査委員　　小　串　正　伸　　

	 同　　　　　　　　進　谷　庸　助　　

	 同　　　　　　　　伊　藤　龍　峰　　
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岡
　

県
　

公
　

報

第
１
　
監
査
の
請
求

　
１
　
請
求
人
及
び
請
求
書
の
提
出
年
月
日

　
　
⑴
　
請
求
人
　
　
　
　
　
福
岡
市
中
央
区
警
固
2丁
目
17
番
26
−
30
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
　
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
福
岡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
代
表
幹
事
　
児
嶋
　
研
二

　
　
⑵
　
提
出
年
月
日
　
　
　
平
成
23
年
３
月
８
日

　
２
　
請
求
の
内
容

　
⑴
　
請
求
の
概
要

　
　
　
請
求
人
の
主
張
す
る
請
求
の
概
要
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
福
岡
県
議
会
議
員
に
は
、
政
務
調
査
費
と
し
て
各
会
派
あ
て
に
月
額
50
万
円
に
各
会
派
の
所
属
議

員
数
を
乗
じ
た
額
が
交
付
さ
れ
て
い
る
。

　
福
岡
県
議
会
は
平
成
21
年
度
分
か
ら
領
収
書
を
公
開
し
た
も
の
の
、
旧
態
依
然
と
し
て
高
額
の
政

務
調
査
費
の
使
途
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
や
調
査
委
託
、
視
察
報
告
な
ど
の
報
告
書
、
活
動
報
告
書

の
公
開
を
義
務
づ
け
る
な
ど
の
条
例
改
正
を
行
わ
ず
、
使
途
の
詳
細
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。

　
他
の
自
治
体
に
お
け
る
監
査
結
果
や
包
括
外
部
監
査
の
結
果
、
並
び
に
政
務
調
査
費
に
関
し
既
出

の
判
決
な
ど
を
参
考
に
、
福
岡
県
議
会
各
会
派
・
議
員
の
平
成
21
年
度
の
政
務
調
査
費
の
す
べ
て
の

領
収
書
に
つ
い
て
点
検
し
た
。
そ
の
結
果
、
主
な
違
法
な
支
出
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
分
類
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

①
按
分
さ
れ
て
い
な
い
人
件
費
、
事
務
所
費
、
広
報
費
、
報
告
書
作
成
費
、
高
額
な
事
務
用
品
費
（
パ

ソ
コ
ン
、
デ
ジ
カ
メ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
等
）
、
通
信
運
搬
費
、
使
用
料
賃
借
料

　
本
来
、
政
党
活
動
、
後
援
会
活
動
と
区
分
け
で
き
な
い
場
合
は
、
福
岡
県
議
会
の
「
政
務
調
査
費

に
関
す
る
事
務
処
理
要
領
」
（
以
下
、
「
事
務
処
理
要
領
」
と
い
う
。
）
で
は
「
按
分
に
つ
い
て
は

、
２
分
の
１
を
上
限
と
す
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。
全
額
を
政
務
調
査
費
と
し
て
使
用
す
る
た
め

に
は
「
人
件
費
」
「
事
務
所
費
」
「
報
告
書
作
成
費
」
の
ど
の
支
出
内
容
が
調
査
研
究
活
動
の
み
で

あ
る
か
、
厳
格
な
証
明
で
説
明
責
任
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
支
出
内

容
が
明
確
で
な
い
領
収
書
の
添
付
で
は
、
調
査
研
究
活
動
を
行
っ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
。
①
に
分
類
さ
れ
る
総
額
14
7,6
93
,53
0円
の
う
ち
、
本
来
按
分
さ
れ
る
べ
き
、
２
分
の

１
の
73
,84
6,7
65
円
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
。

②
調
査
内
容
が
不
明
な
「
調
査
委
託
費
」
（
公
開
質
問
状
に
対
し
て
調
査
委
託
の
内
容
に
関
す
る
回
答

が
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
調
査
委
託
費
）

　
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
福
岡
で
は
、
昨
年
12
月
３
日
に
、
平
成
21
年
度
政
務
調
査
費
で
支
出
さ
れ
た

調
査
委
託
費
に
つ
い
て
、
委
託
内
容
、
委
託
先
の
情
報
等
に
つ
い
て
各
会
派
、
議
員
に
対
し
て
公
開

質
問
状
を
提
出
し
た
。
公
開
質
問
状
へ
の
調
査
委
託
の
内
容
に
関
す
る
回
答
が
な
く
調
査
内
容
が
不

明
な
「
調
査
委
託
費
」
に
つ
い
て
、
②
は
総
額
20
,02
1,5
00
円
で
あ
る
。

③
食
糧
費
、
会
議
費
、
事
務
所
費
等
の
名
目
で
支
出
さ
れ
た
食
事
代
、
果
物
、
お
菓
子

　
税
金
か
ら
の
支
出
が
是
認
さ
れ
る
「
調
査
研
究
に
必
要
不
可
欠
な
食
事
」
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ

り
え
な
い
。
か
つ
て
、
「
行
政
を
円
滑
に
運
用
す
る
た
め
」
の
「
官
官
接
待
」
が
食
糧
費
で
支
出
さ

れ
、
そ
の
後
、
一
切
の
官
官
接
待
が
禁
止
さ
れ
た
が
、
行
政
の
運
用
に
不
都
合
は
起
こ
っ
て
い
な
い

。
「
調
査
研
究
」
を
口
実
と
し
た
合
理
的
な
理
由
が
ま
っ
た
く
な
い
議
員
の
食
事
へ
の
税
金
の
支
出

は
違
法
で
あ
る
。
食
糧
費
、
会
議
費
、
事
務
所
費
の
名
目
で
支
出
さ
れ
て
い
る
が
、
会
派
で
の
議
会

−
1
−
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終
了
後
の
食
事
代
や
、
明
ら
か
に
後
援
会
で
の
会
合
の
食
事
代
、
有
権
者
へ
の
食
事
な
ど
で
あ
る
。

食
糧
費
、
会
議
費
、
事
務
所
費
等
の
名
目
で
支
出
さ
れ
た
食
事
代
、
果
物
、
お
菓
子
の
全
額
が
違
法

な
支
出
で
あ
る
。

　
③
の
支
出
の
総
額
は
、
2,5
46
,24
7円
で
あ
る
。

④
政
党
活
動
、
後
援
会
活
動
へ
の
支
出
に
な
っ
て
い
る
も
の

　
政
党
の
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
、
自
民
党
研
修
会
へ
の
参
加
費
、
有
権
者
へ
配
布
し
た
県
民
手
帳
購
入

費
、
県
議
会
見
学
バ
ス
ツ
ア
ー
代
金
、
名
刺
の
印
刷
代
、
相
撲
後
援
会
の
会
費
な
ど
明
ら
か
に
政
党

、
後
援
会
活
動
で
あ
り
、
全
額
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
。
総
額
は
、
92
9,0
60
円
で
あ
る
。

⑤
上
記
以
外
の
支
出
で
新
聞
報
道
に
お
い
て
、
問
題
点
（
違
法
性
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の

　
　
知
人
へ
の
ブ
ロ
グ
添
削
料
　
　
　
50
4,0
00
円

　
　
親
族
会
社
へ
の
発
注
	　
　
　
　
3,3
14
,00
0円

　
　
「
え
せ
同
和
」
Ｃ
Ｄ
の
購
入
		　
　
52
,50
0円

　
　
多
額
の
タ
ク
シ
ー
代
　
　
　
　
　
17
5,0
90
円

　
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
新
聞
記
事
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
全
額
違
法
な
支
出
で
あ
る
。
総
額
は

、
4,0
45
,59
0円
で
あ
る
。

　
政
務
調
査
費
が
「
議
員
の
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め
の
必
要
な
経
費
の
一
部
」
と
し
て
地
方
自
治
法

（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
。
以
下
、
「
自
治
法
」
と
い
う
。
）
に
根
拠
を
有
す
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

政
務
調
査
費
の
支
出
と
し
て
適
正
か
否
か
は
、
領
収
書
、
会
計
帳
簿
、
視
察
報
告
、
活
動
報
告
書
等
の

議
員
の
活
動
の
実
績
に
よ
っ
て
厳
格
に
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
別
紙
一
覧
表
の
通
り
、
平
成
21
年
度
に
、
①
に
つ
い
て
、
73
,8
46
,7
65
円
、
②
〜
⑤
に
つ
い
て
、

27
,5
42
,3
97
円
の
、
合
計
10
1,
38
9,
16
2円
の
不
当
利
得
が
発
生
し
て
い
る
の
に
福
岡
県
知
事
に
返
還
さ

れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
福
岡
県
知
事
は
、
別
紙
一
覧
表
の
不
当
利
得
額
記
載
の
各
会
派
、
各
議

員
の
不
当
利
得
に
つ
い
て
、
各
会
派
及
び
各
議
員
に
対
し
不
当
利
得
返
還
請
求
権
を
行
使
し
て
そ
の
返

還
を
求
め
る
べ
き
義
務
が
あ
る
の
に
、
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
。

　
県
監
査
委
員
に
対
し
、
不
当
利
得
の
返
還
を
求
め
る
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
じ
る
よ
う
福
岡
県
知
事

に
勧
告
す
る
よ
う
自
治
法
第
24
2条
第
１
項
に
基
づ
き
、
事
実
証
明
書
を
添
え
て
監
査
請
求
す
る
。

　
⑵
　
事
実
証
明
書

　
ア
　
情
報
公
開
請
求
書
、
決
定
通
知
書

　
　
　
政
務
調
査
費
収
支
報
告
書
平
成
21
年
度

　
　
公
開
さ
れ
た
領
収
書
（
Ａ
４
、
約
1.8
万
枚
）
の
う
ち
、
サ
ン
プ
ル

イ
　
「
福
岡
県
議
会
　
政
務
調
査
費
監
査
請
求
　
一
覧
表
」
（
そ
の
１
〜
そ
の
５
）

ウ
　
12
月
３
日
に
、
平
成
21
年
度
政
務
調
査
費
で
支
出
さ
れ
た
調
査
委
託
費
に
つ
い
て
の
公
開
質
問
状

　
と
公
開
質
問
状
へ
の
回
答

エ
　
新
聞
記
事

20
10
年
８
月
５
日
付
　
西
日
本
新
聞

20
10
年
８
月
21
日
付
　
西
日
本
新
聞

20
11
年
２
月
25
日
付
　
朝
日
新
聞

⑤
に
関
す
る
新
聞
記
事

20
10
年
７
月
19
日
付
　
読
売
新
聞

20
10
年
10
月
３
日
付
　
西
日
本
新
聞
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20
10
年
８
月
12
日
付
　
朝
日
新
聞

20
10
年
８
月
５
日
付
　
読
売
新
聞

第
２
　
監
査
委
員
の
除
斥

　
　
　
日
野
喜
美
男
監
査
委
員
は
、
本
件
監
査
請
求
に
つ
い
て
は
直
接
の
利
害
関
係
が
あ
る
た
め
、
自
治
法
第

　
　
19
9条
の
２
の
規
定
に
よ
り
除
斥
さ
れ
た
。

第
３
　
請
求
の
要
件
審
査

　
　
　
本
請
求
は
、
自
治
法
第
24
2条
第
１
項
及
び
第
２
項
の
所
定
の
要
件
を
具
備
し
て
い
る
も
の
と
認
め
、

　
　
平
成
23
年
３
月
８
日
付
け
で
こ
れ
を
受
理
し
た
。

第
４
　
監
査
の
実
施

１
　
監
査
対
象
事
項

　
請
求
人
は
、
「
別
紙
一
覧
表
に
分
類
さ
れ
る
支
出
は
、
政
務
調
査
費
の
交
付
の
趣
旨
お
よ
び
使
途
基
準

に
照
ら
し
て
、
県
政
に
関
す
る
調
査
研
究
に
必
要
な
経
費
と
認
め
ら
れ
な
い
支
出
で
あ
る
か
ら
政
務
調
査

費
の
適
正
な
支
出
に
該
当
せ
ず
、
法
律
上
の
原
因
を
欠
く
不
当
利
得
と
し
て
県
に
返
還
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
り
、
知
事
は
請
求
権
の
行
使
を
怠
っ
て
い
る
。
」
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
政
務
調
査
費

の
支
出
に
違
法
性
・
不
当
性
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
監
査
の
対
象
と
し
た
。

２
　
監
査
対
象
機
関
及
び
監
査
対
象
所
属

　
福
岡
県
知
事
を
監
査
対
象
機
関
と
し
、
議
会
事
務
局
総
務
課
を
監
査
対
象
所
属
と
し
た
。

３
　
請
求
人
の
陳
述

　
　
自
治
法
第
24
2条
第
６
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
23
年
３
月
22
日
に
請
求
人
か
ら
陳
述
を
受
け
た
。

そ
の
際
、
監
査
対
象
所
属
の
職
員
の
立
会
い
を
認
め
た
。

陳
述
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

⑴
　
福
岡
県
議
会
各
会
派
、
議
員
の
平
成
21
年
度
の
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
、
①
か
ら
⑤
ま
で
違
法
な
支

出
の
分
類
を
し
た
。
各
使
途
項
目
の
内
容
別
に
以
下
の
通
り
、
陳
述
を
す
る
。

　
　
①
に
つ
い
て
、
２
分
の
１
が
違
法
支
出
と
し
た
も
の
を
、
内
容
別
に
、
違
法
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る

　
。

ア
　
会
派
の
「
人
件
費
」
に
つ
い
て

　
大
分
地
方
裁
判
所
で
平
成
23
年
２
月
24
日
、
議
員
控
室
人
件
費
に
つ
い
て
は
50
％
で
按
分
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
判
決
が
下
さ
れ
て
い
る
。
県
議
会
会
派
事
務
室
で
の
事
務
作
業
は
、
ほ
と
ん
ど
が
会

派
い
わ
ゆ
る
政
党
活
動
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
全
額
を
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
す
る

こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

イ
　
各
議
員
の
「
人
件
費
」
及
び
他
の
使
途
項
目
に
よ
る
人
件
費
に
つ
い
て

　
「
調
査
委
託
費
」
に
よ
る
「
運
転
手
派
遣
、
事
務
作
業
料
」
、
「
報
告
書
作
成
費
」
に
よ
る
「
報

告
書
作
成
人
件
費
」
、
「
そ
の
他
調
査
経
費
」
に
よ
る
「
活
動
費
」
、
「
事
務
所
費
」
に
よ
る
「
記

帳
代
行
」
と
し
て
人
件
費
が
支
出
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
人
件
費
に
つ
い
て
、
事
務
員
・
ア
ル
バ
イ
ト
に
関
し
て
は
、
高
裁
、
地
裁
に
お
い
て
、
50

％
若
し
く
は
25
％
か
ら
50
％
で
按
分
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。
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全
額
を
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
で
き
る
た
め
に
は
、
各
補
助
員
の
活
動
に
つ
い
て
調
査
研
究
活
動

に
つ
い
て
の
専
任
で
あ
る
こ
と
を
、
具
体
的
に
そ
の
調
査
項
目
と
そ
の
結
果
、
成
果
、
あ
る
い
は
議

会
で
の
活
用
内
容
等
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
責
任
を
果
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
公
開

さ
れ
た
領
収
書
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
に
対
し
て
支
払
っ
て
い
る
の
か
も
全
く
不
明
で
あ
る
。
議

会
報
告
の
配
布
の
為
の
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
議
会
報
告
等
に
つ
い
て
も
、
政
務
調
査
費
か
ら
最
大

２
分
の
１
が
支
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
で
、
全
額
を
支
出
す
る
の
は
違
法
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人

件
費
と
し
て
全
額
を
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

ウ
　
議
員
の
「
事
務
所
費
」
（
賃
料
）
に
つ
い
て

　
判
例
で
は
、
事
務
費
と
し
て
の
事
務
所
・
駐
車
場
賃
料
（
通
常
の
賃
料
の
場
合
）
に
つ
い
て
は
、

高
裁
、
地
裁
で
そ
れ
ぞ
れ
３
分
の
１
か
ら
半
分
と
い
う
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
全
額
を

政
務
調
査
費
か
ら
支
出
す
る
た
め
に
は
、
政
務
調
査
専
用
で
、
後
援
会
活
動
を
全
く
行
っ
て
い
な
い

こ
と
、
調
査
研
究
の
成
果
を
具
体
的
に
報
告
し
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
事
務
所
費
全

額
を
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

エ
　
会
派
、
議
員
の
「
報
告
書
作
成
費
」
に
つ
い
て

　
項
目
は
「
広
報
費
」
で
あ
る
が
議
会
報
告
、
「
使
用
料
賃
借
料
」
で
あ
る
が
県
政
報
告
会
の
会
場

費
、
「
そ
の
他
調
査
経
費
」
で
あ
る
が
朝
食
会
、
勉
強
会
会
場
費
、
講
師
謝
礼
等
の
議
員
活
動
の
報

告
、
広
報
に
つ
い
て
の
支
出
に
つ
い
て
、
内
容
が
不
明
の
場
合
は
全
て
違
法
、
そ
の
他
は
、
後
援
会

活
動
、
議
員
自
身
の
Ｐ
Ｒ
が
含
ま
れ
る
た
め
２
分
の
１
の
按
分
と
い
う
判
決
が
高
裁
、
地
裁
に
お
い

て
出
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
報
告
書
作
成
費
、
広
報
費
、
議
会
報
告
の
為
の
会
場
費
等
は
、
全
額

を
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

オ
　
「
事
務
用
品
費
」
に
つ
い
て

　
パ
ソ
コ
ン
、
デ
ジ
カ
メ
、
Ｄ
Ｖ
Ｄ
プ
レ
ー
ヤ
ー
、
文
具
の
事
務
用
品
等
は
、
調
査
研
究
活
動
に
使

用
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
の
購
入
費
が
必
要
経
費
と
は
い
え
な
い
。
高
裁
、
地

裁
の
判
決
に
み
ら
れ
る
と
お
り
、
全
額
を
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

カ
　
「
通
信
運
搬
費
」
に
つ
い
て

　
用
途
不
明
の
場
合
は
全
額
が
違
法
の
地
裁
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。
通
信
運
搬
費
と
し
て
多
額
の

切
手
代
等
は
、
後
援
会
の
費
用
ま
た
は
議
会
報
告
等
の
郵
送
料
、
配
送
料
で
あ
る
。
調
査
研
究
の
た

め
の
通
信
運
搬
費
と
し
て
支
出
で
き
る
た
め
に
は
、
具
体
的
な
目
的
を
明
記
し
て
説
明
責
任
を
果
た

す
べ
き
で
あ
る
。
「
エ
　
報
告
書
作
成
料
、
広
報
費
」
に
つ
い
て
は
２
分
の
１
の
按
分
の
判
決
が
出

て
お
り
、
そ
の
郵
送
料
、
配
送
料
等
も
２
分
の
１
が
違
法
で
あ
る
。
全
額
支
出
は
違
法
で
あ
る
。

キ
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
管
理
・
更
新
料
等
に
つ
い
て

　
会
派
、
議
員
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
後
援
会
の
連
絡
先
が
掲
載
さ
れ
、
議
員
の
経
歴
、
あ
い
さ
つ

等
が
中
心
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
す
べ
て
が
政
務
調
査
費
に
よ
る
調
査
研
究
の
成
果
で
あ
る
も

の
は
ひ
と
つ
も
な
い
。

ク
　
「
交
通
費
」
と
し
て
の
「
タ
ク
シ
ー
ク
ー
ポ
ン
」

　
タ
ク
シ
ー
ク
ー
ポ
ン
３
万
円
の
領
収
書
だ
け
で
は
、
調
査
研
究
活
動
と
の
関
連
性
が
全
く
不
明
の

為
、
す
べ
て
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
す
る
こ
と
は
違
法
で
あ
る
。

　
支
出
内
容
が
明
確
で
な
い
領
収
書
の
添
付
で
は
、
調
査
研
究
活
動
を
行
っ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
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⑵
　
調
査
内
容
が
不
明
な
「
調
査
委
託
費
」
（
公
開
質
問
状
に
対
し
て
調
査
委
託
の
内
容
に
関
す
る
回
答

が
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
調
査
委
託
費
）

　
調
査
委
託
費
の
領
収
書
に
つ
い
て
は
、
毎
月
定
額
が
支
払
わ
れ
な
が
ら
、
杜
撰
な
、
誰
が
ど
う
見
て

も
お
か
し
な
領
収
書
も
あ
っ
た
。
こ
の
調
査
内
容
が
不
明
な
「
調
査
委
託
費
」
、
総
額
20
,0
21
,5
00
円

に
つ
い
て
は
全
額
違
法
な
支
出
で
あ
る
。

⑶
　
食
事
代
、
果
物
、
お
菓
子

　
税
金
か
ら
の
支
出
が
是
認
さ
れ
る
よ
う
な
「
調
査
研
究
活
動
に
必
要
不
可
欠
な
食
事
、
果
物
、
菓
子

」
と
い
う
も
の
は
、
我
々
県
民
か
ら
す
る
と
、
全
く
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
通
常
に
食
事
を
と

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
調
査
研
究
の
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
食
糧
費
、
食
事
と
い
う
の
は
あ
り
え

な
い
。
「
調
査
研
究
」
を
口
実
と
し
た
合
理
的
な
理
由
が
ま
っ
た
く
な
い
議
員
の
食
事
へ
の
政
務
調
査

費
の
支
出
は
全
額
違
法
で
あ
る
。
食
糧
費
、
会
議
費
、
事
務
所
費
の
名
目
で
支
出
さ
れ
て
い
る
が
、
会

派
で
の
議
会
終
了
後
の
食
事
代
、
後
援
会
で
の
会
合
の
食
事
代
、
多
数
の
有
権
者
へ
の
食
事
代
な
ど
が

存
在
を
す
る
。

　
新
聞
報
道
で
い
く
つ
か
報
道
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
が
、
今
回
取
り
上
げ
た
中
に
は
50
人
分
の
食

事
代
、
あ
る
い
は
40
名
の
会
合
の
お
菓
子
代
と
い
う
の
も
存
在
す
る
。
こ
う
い
っ
た
食
糧
費
、
会
議
費

、
事
務
所
費
等
の
名
目
で
支
出
さ
れ
た
食
事
代
、
果
物
、
お
菓
子
の
全
額
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
。

⑷
　
政
党
活
動
、
後
援
会
活
動
へ
の
支
出

ア
　
明
ら
か
な
政
党
活
動
へ
の
支
出

　
国
会
議
員
の
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
へ
の
出
席
代
。
そ
れ
か
ら
、
自
民
党
研
修
会
へ
の
参
加
費
。

こ
れ
ら
政
党
会
合
等
へ
の
政
務
調
査
費
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
市
議
会
議
員
が
政
治
資
金
パ
ー
テ
ィ

ー
へ
出
席
し
、
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
を
し
た
こ
と
に
関
し
て
違
法
で
あ
る
と
い
う
福
岡
地
裁
判
決

が
出
さ
れ
て
い
る
。

イ
　
明
ら
か
な
後
援
会
活
動
へ
の
支
出

　
有
権
者
へ
配
布
し
た
県
民
手
帳
購
入
費
に
つ
い
て
、
「
議
員
数
を
超
え
る
議
員
手
帳
」
に
関
し
て

は
違
法
で
あ
る
と
い
う
大
分
地
裁
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
。

ウ
　
名
刺
の
印
刷
代

　
議
員
連
盟
の
会
長
の
印
鑑
、
あ
る
い
は
名
刺
代
が
違
法
と
い
う
大
分
地
裁
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る

。
議
員
の
名
刺
に
関
し
て
は
、
通
常
は
議
員
活
動
、
後
援
会
活
動
で
使
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
調
査

研
究
活
動
で
も
使
用
す
る
こ
と
が
希
に
あ
っ
た
と
し
て
も
、
政
務
調
査
費
で
経
費
と
し
て
支
出
で
き

る
も
の
で
は
な
い
。
名
刺
代
の
費
用
に
つ
い
て
は
全
額
違
法
で
あ
る
。

エ
　
相
撲
後
援
会
の
会
費

　
団
体
会
費
に
つ
い
て
、
全
額
違
法
と
い
う
判
決
が
仙
台
高
裁
、
盛
岡
地
裁
で
出
さ
れ
て
い
る
。
貴

乃
花
の
後
援
会
の
会
費
と
い
う
の
が
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
さ
れ
て
い
る
が
、
調
査
研
究
と
全
く
関

係
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
全
額
違
法
で
あ
る
。

⑸
　
上
記
以
外
の
支
出
で
新
聞
報
道
に
お
い
て
、
問
題
点
、
違
法
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
。

ア
　
知
人
へ
の
ブ
ロ
グ
添
削
料

　
ブ
ロ
グ
の
添
削
料
と
い
い
な
が
ら
、
ほ
と
ん
ど
ブ
ロ
グ
の
内
容
に
つ
い
て
何
も
や
っ
て
な
い
と
い

う
こ
と
が
新
聞
報
道
、
あ
る
い
は
、
新
聞
記
者
の
取
材
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ブ
ロ
グ
そ
の
も
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の
も
違
法
で
あ
る
と
い
う
判
決
が
出
て
お
り
、
そ
の
添
削
料
と
い
う
名
目
で
知
人
に
支
払
っ
た
と
い

う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
れ
は
全
額
違
法
で
あ
る
。

イ
　
親
族
会
社
へ
の
発
注

　
新
聞
報
道
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
親
族
会
社
に
発
注
を
し
て
い
る
。
議
員
の
妻
へ
の
支
出
が
全
額

違
法
で
あ
る
と
い
う
仙
台
高
裁
の
判
決
が
出
さ
れ
て
お
り
、
ど
う
い
う
仕
事
を
し
た
か
と
い
う
こ
と

が
重
要
で
あ
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
て
み
る
と
、
議
会
だ
よ
り
と
い
う
も
の
が
あ
る
が
、
ほ
と
ん

ど
政
党
の
話
と
自
分
の
読
ん
だ
本
の
感
想
、
後
援
会
長
の
あ
い
さ
つ
で
あ
り
、
こ
の
議
員
が
調
査
研

究
活
動
を
し
た
痕
跡
と
い
う
も
の
は
全
く
見
受
け
ら
れ
な
い
。
こ
の
親
族
会
社
の
発
注
は
、
全
額
違

法
で
あ
る
。

ウ
　
「
え
せ
同
和
」
Ｃ
Ｄ
の
購
入

　
新
聞
報
道
さ
れ
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。

エ
　
多
額
の
タ
ク
シ
ー
代

　
そ
れ
が
政
務
調
査
と
し
て
必
要
不
可
欠
か
ど
う
か
が
全
く
な
く
て
、
領
収
書
を
貼
り
付
け
て
い
る

だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
全
額
違
法
な
支
出
で
あ
り
、
総
額
4,0
45
,59
0円
に
な
る
。

⑹
　
補
足
し
て
、
私
ど
も
の
主
張
と
い
う
よ
り
は
、
過
去
の
判
例
に
基
づ
い
て
、
こ
れ
ま
で
ど
う
い
う
違

法
判
決
が
出
さ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
私
ど
も
の
主
張
と
い
う
も
の
も
、
も
ち
ろ
ん
あ
る
け

れ
ど
も
、
裁
判
で
こ
れ
だ
け
判
決
が
出
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
一

番
古
い
の
は
平
成
18
年
に
1件
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
判
決
は
平
成
19
年
度
以
降
で
あ
る
。
以
前
は
こ

の
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
議
員
に
は
政
治
活
動
の
自
由
が
あ
り
政
治
活
動
の
範
囲
内
で
議
員
が
何

に
使
お
う
が
議
員
の
裁
量
権
の
範
囲
内
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
住
民
監
査
請
求
あ
る
い
は
裁
判
等
に

お
い
て
も
、
ほ
と
ん
ど
門
前
払
い
を
さ
れ
て
い
た
。
ほ
と
ん
ど
の
判
決
が
平
成
22
年
、
23
年
で
あ
る
。

こ
こ
２
，
３
年
に
こ
う
い
う
違
法
判
決
と
い
う
も
の
が
相
次
い
で
い
る
。
他
に
も
多
数
、
例
え
ば
、
視

察
、
雑
誌
や
新
聞
の
購
入
等
、
事
務
所
の
光
熱
水
費
等
に
関
し
て
も
違
法
判
決
が
た
く
さ
ん
出
さ
れ
て

い
る
。
今
回
、
私
ど
も
は
過
去
の
判
例
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
違
法
で
あ
る
と
い
う
も
の
に
限
っ
て
住

民
監
査
請
求
を
行
っ
た
。
今
回
は
こ
の
判
例
に
基
づ
い
て
、
確
実
に
裁
判
で
勝
て
る
、
あ
る
い
は
、
違

法
判
決
が
出
さ
れ
る
と
い
う
も
の
に
限
っ
て
住
民
監
査
請
求
を
行
っ
た
。

４
　
監
査
対
象
所
属
の
陳
述

　
平
成
23
年
３
月
22
日
に
議
会
事
務
局
総
務
課
職
員
か
ら
陳
述
を
受
け
た
。
そ
の
際
、
請
求
人
の
立
会
い

を
認
め
た
。

　
陳
述
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。

⑴
　
按
分
さ
れ
て
い
な
い
人
件
費
、
事
務
所
費
、
報
告
書
作
成
費
な
ど
の
支
出
内
容
が
明
確
で
な
い
場
合

は
そ
の
２
分
の
１
が
違
法
で
あ
る
と
の
主
張
に
つ
い
て

　
事
務
処
理
要
領
で
は
、
調
査
研
究
活
動
と
そ
の
他
の
各
種
活
動
と
の
明
確
な
分
割
が
困
難
な
場
合
は

、
按
分
に
よ
り
、
調
査
研
究
活
動
に
要
し
た
経
費
部
分
を
算
定
し
て
政
務
調
査
費
に
充
当
す
る
も
の
と

さ
れ
、
こ
の
場
合
の
按
分
に
つ
い
て
は
２
分
の
１
を
上
限
と
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
調
査
研
究
活
動
と
そ
の
他
の
活
動
と
の
分
割
が
可
能
な
場
合
に
は
、
政
務
調
査
費
が
調
査

研
究
に
要
し
た
費
用
の
実
費
に
充
当
さ
れ
る
と
い
う
実
費
弁
償
が
大
原
則
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

調
査
研
究
に
要
し
た
費
用
に
対
す
る
政
務
調
査
費
の
充
当
が
全
額
と
な
る
こ
と
も
当
然
な
が
ら
生
じ
る

も
の
で
あ
る
。

　
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
専
任
の
調
査
研
究
補
助
員
の
場
合
、
そ
の
雇
用
経
費
の
全
額
に
政
務
調
査
費

−
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を
充
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
特
に
議
案
調
査
な
ど
調
査
研
究
活
動
の
場
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

な
議
員
控
室
の
職
員
等
に
つ
い
て
、
人
件
費
の
２
分
の
１
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
の
請
求
人
の
主
張

は
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
請
求
人
は
、
事
務
所
費
、
広
報
費
、
報
告
書
作
成
費
、
高
額
な
事
務
用
品
費
、
通
信
運
搬
費

、
使
用
料
賃
借
料
に
つ
い
て
も
そ
の
２
分
の
１
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
調
査
研

究
に
要
し
た
費
用
に
対
す
る
政
務
調
査
費
の
充
当
が
全
額
と
な
る
こ
と
も
当
然
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
、
事
務
所
費
な
ど
の
支
出
内
容
が
調
査
研
究
活
動
の
み
で
あ
る
こ
と
の
厳
格
な
証
明
を
必
要
と
す

る
根
拠
は
、
法
、
条
例
等
の
い
ず
れ
に
も
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
請
求
人
の
主
張
は
、
受
け
入
れ
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

　
な
お
、
請
求
人
は
、
他
の
目
的
に
も
多
く
利
用
で
き
る
事
務
機
器
は
、
私
的
財
産
化
さ
れ
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
ら
を
調
査
の
手
段
と
し
て
使
っ
て
も
そ
れ
自
体
は
政
務
調
査
の
必
要
経
費
と
は
い
え
な
い

と
断
定
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
政
務
調
査
費
の
範
囲
を
極
端
に
狭
く
解
釈
し
て
お
り
、
受
け
入
れ
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

⑵
　
公
開
質
問
状
へ
の
調
査
委
託
の
内
容
に
関
す
る
回
答
が
な
く
調
査
内
容
が
不
明
な
「
調
査
委
託
費
」

は
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
の
主
張
に
つ
い
て

　
公
開
質
問
状
の
回
答
に
は
、
契
約
書
等
を
公
開
し
な
い
理
由
が
明
記
さ
れ
て
お
り
、
請
求
人
へ
の
回

答
書
に
契
約
書
等
が
添
付
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
、
一
方
的
に
違
法
支
出
の
根
拠

と
す
る
主
張
は
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
ま
た
、
契
約
書
等
に
つ
い
て
は
、
事
務
処
理
要
領
で
は
、
政
務
調
査
業
務
を
団
体
又
は
個
人
に
委
託

す
る
場
合
に
は
、
委
託
す
る
業
務
内
容
、
委
託
金
額
、
委
託
期
間
、
成
果
物
等
を
明
記
し
た
契
約
書
を

交
わ
し
て
、
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
領
収
書
の
写
し
の
み
が
議
長
に
提

出
さ
れ
、
契
約
書
や
成
果
物
を
公
に
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ
て
い
な
い
。

　
こ
れ
ら
を
公
に
す
る
と
、
委
託
調
査
等
の
内
容
が
明
ら
か
に
な
り
、
自
由
な
議
員
活
動
・
会
派
活
動

を
制
約
し
た
り
、
委
託
先
と
の
信
頼
関
係
を
阻
害
す
る
な
ど
、
以
後
の
議
会
活
動
に
支
障
を
生
ず
る
恐

れ
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。

⑶
　
食
事
代
、
果
物
、
お
菓
子
の
全
額
が
、
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
の
主
張
に
つ
い
て

　
調
査
研
究
活
動
と
し
て
開
催
さ
れ
る
昼
食
会
等
の
経
費
や
会
合
等
に
お
け
る
茶
菓
等
の
経
費
に
つ
い

て
は
、
政
務
調
査
費
を
充
当
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
調
査
研
究
や
会
議
の
目
的
達
成
の
上
で
、
そ
の
日
時
に
つ
い
て
昼
食
時
や
夕
食
時
以
外
の
日

程
を
と
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合
等
に
、
食
事
が
必
要
と
な
る
場
合
も
あ
り
得
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
場
合
の
食
事
は
、
調
査
研
究
又
は
会
議
に
伴
う
も
の
と
し
て
議
員
個
人
が
日
常
、
私
的
に

行
う
食
事
と
は
異
な
る
公
的
性
質
を
帯
び
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
政
務
調
査
費
の
充
当
は
妥
当
で
あ
り
、
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
の
請
求
人
の
主
張
は

、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑷
　
政
党
の
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
な
ど
、
政
党
活
動
、
後
援
会
活
動
で
あ
り
、
全
額
が
違
法
な
支
出
で
あ
る

と
の
主
張
に
つ
い
て

　
請
求
人
の
主
張
す
る
も
の
に
つ
い
て
既
に
修
正
報
告
や
返
納
さ
れ
た
政
務
調
査
費
も
あ
る
た
め
、
こ

れ
を
除
き
争
点
と
な
っ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
の
み
述
べ
る
。
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請
求
人
が
政
党
の
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
支
出
し
た
と
主
張
す
る
会
費
等
に
つ
い
て
は
、
収
支
報
告
書

の
添
付
書
類
に
「
国
政
等
の
講
演
を
聞
く
事
に
よ
り
県
政
へ
の
活
用
等
の
勉
強
の
た
め
の
参
加
。
分
権

時
代
に
対
応
し
県
行
政
の
改
革
に
つ
い
て
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
県
の
事
務
及
び
地
方
行
財
政
に
関

す
る
調
査
研
究
の
た
め
の
情
報
収
集
等
に
必
要
な
経
費
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
県
議
会
見
学
バ
ス
ツ
ア
ー
バ
ス
代
に
つ
い
て
は
、
県
議
会
の
見
学
・
傍
聴
は
、
県
議
会
の
状
況
や
政

策
に
つ
い
て
理
解
を
促
進
さ
せ
、
議
会
傍
聴
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
と
な
る
こ
と
か
ら
、
調
査

研
究
活
動
の
一
環
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
、
ま
た
、
支
出
額
も
社
会
通
念
上
妥
当
な
範
囲
の
も
の

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
使
途
基
準
に
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
名
刺
代
に
つ
い
て
は
、
調
査
研
究
活
動
に
お
い
て
関
係
者
に
対
し
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、

調
査
を
円
滑
に
実
施
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
経
費
と
認
め
ら
れ
る

。 　
相
撲
後
援
会
の
会
費
に
つ
い
て
は
、
相
撲
の
振
興
は
ス
ポ
ー
ツ
文
化
や
地
域
振
興
な
ど
の
観
点
か
ら

県
に
と
っ
て
も
有
意
義
な
こ
と
で
あ
り
、
後
援
会
の
場
を
活
用
し
て
振
興
策
等
に
つ
い
て
意
見
交
換
及

び
情
報
収
集
を
行
う
こ
と
は
調
査
研
究
に
資
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
そ
の
他
の
支
出
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
が
政
党
活
動
・
後
援
会
活
動
と
主
張
す
る
理
由
が
不

明
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
事
項
に
つ
い
て
全
額
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
す
る
請
求
人
の
主
張
は
、

い
ず
れ
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑸
　
新
聞
報
道
に
お
い
て
問
題
点
、
違
法
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
全
額
違
法
な
支
出
で
あ
る
と

い
う
主
張
に
つ
い
て

　
知
人
へ
の
ブ
ロ
グ
添
削
料
に
つ
い
て
は
、
事
務
処
理
要
領
で
は
、
政
務
調
査
業
務
を
団
体
又
は
個
人

に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
違
法
な
支
出
と
す
る
根
拠
は
認
め
ら
な

い
。

　
事
務
処
理
要
領
で
は
、
法
人
職
員
の
雇
用
・
派
遣
は
疑
念
を
抱
か
れ
や
す
い
の
で
契
約
は
も
と
よ
り

勤
務
実
態
に
つ
い
て
も
明
確
に
す
る
よ
う
に
留
意
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
親
族
会
社
へ
の
派
遣

、
発
注
そ
の
も
の
は
禁
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

　
請
求
人
が
「
え
せ
同
和
」
Ｃ
Ｄ
と
称
す
る
書
籍
に
つ
い
て
は
、
添
付
書
類
に
「
人
権
問
題
に
つ
い
て

」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
県
の
事
務
に
関
す
る
調
査
研
究
の
た
め
に
必
要
な
経
費
と
認
め
ら
れ
る
。

　
多
額
の
タ
ク
シ
ー
代
に
つ
い
て
は
、
調
査
研
究
活
動
に
際
し
必
要
な
費
用
で
実
際
に
か
か
っ
た
経
費

に
政
務
調
査
費
が
充
当
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
社
会
通
念
上
相
当
な
範
囲
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
い
ず
れ
も
調
査
研
究
活
動
に
要
し
た
経
費
で
あ
り
、
請
求
人
は
、
全
額
違
法
な
支
出

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

５
　
請
求
人
の
陳
述
に
対
す
る
意
見

　
請
求
人
の
陳
述
に
対
し
、
平
成
23
年
３
月
29
日
、
議
会
事
務
局
長
か
ら
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の

概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

⑴
　
政
務
調
査
費
制
度
の
運
用

ア
　
使
途
基
準
と
事
務
処
理
要
領
に
つ
い
て

　
事
務
処
理
要
領
は
、
各
会
派
が
共
同
で
、
自
律
的
に
、
使
途
基
準
の
解
釈
・
運
用
の
指
針
、
留
意

事
項
な
ど
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
事
務
処
理
要
領
に
沿
っ
て
使
用
さ
れ
れ
ば
使

途
基
準
に
適
合
し
た
支
出
と
推
定
さ
れ
る
一
方
、
事
務
処
理
要
領
と
多
少
異
な
る
点
が
あ
る
と
し
て

−
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も
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
直
ち
に
使
途
基
準
違
反
と
な
る
訳
で
は
な
い
と
い
う
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

イ
　
議
員
の
調
査
研
究
及
び
政
務
調
査
費
の
性
格
に
つ
い
て

　
政
務
調
査
費
の
使
用
が
使
途
基
準
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
に
当
た
っ
て
は

、
事
務
処
理
要
領
と
の
照
合
確
認
だ
け
で
は
な
く
、
次
の
２
つ
の
観
点
に
留
意
す
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。

ア
　
政
務
調
査
費
の
交
付
対
象
で
あ
る
「
議
員
の
調
査
研
究
」
活
動
は
、
そ
の
範
囲
が
幅
広
く
多
岐

に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
　
務
調
査
費
が
一
般
の
補
助
金
と
は
そ
の
執
行
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
仕
組
み
を
異
に
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。

　
し
た
が
っ
て
、
政
務
調
査
費
の
適
正
な
使
用
は
、
補
助
金
等
交
付
規
則
で
は
な
く
、
福
岡
県
政
務

調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
以
下
、
「
本
件
条
例
」
と
い
う
。
）
及
び
福
岡
県
政
務
調
査
費
の

交
付
に
関
す
る
規
程
（
以
下
、
「
本
件
規
程
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
務
処
理
要
領
に
基
づ
き
、
各

会
派
に
お
い
て
自
律
的
に
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
優
先
す
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

⑵
　
監
査
請
求
人
指
摘
の
判
例
に
つ
い
て

　
請
求
人
が
主
張
す
る
判
例
は
、
各
事
案
の
具
体
的
な
事
実
関
係
を
前
提
と
し
て
裁
判
所
が
判
断
し
た

結
果
で
あ
り
、
一
般
化
し
て
他
の
事
案
に
適
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

　
自
治
法
に
よ
る
政
務
調
査
費
の
制
度
化
以
降
、
一
部
の
支
出
に
つ
い
て
は
違
法
で
あ
る
と
認
定
さ
れ

た
判
例
が
少
な
く
な
い
の
と
同
様
に
、
も
ち
ろ
ん
単
な
る
事
例
判
決
に
過
ぎ
な
い
が
、
過
去
数
年
の
判

例
を
見
る
と
原
告
の
請
求
が
棄
却
さ
れ
た
も
の
も
多
数
存
在
し
て
い
る
。

６
　
監
査
対
象
所
属
に
対
す
る
監
査

　
議
会
事
務
局
長
に
対
し
、
平
成
23
年
３
月
22
日
、
議
会
事
務
局
長
の
権
限
、
事
務
処
理
要
領
の
位
置
付

け
、
使
途
基
準
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
っ
た
。
ま
た
、
議
会
事
務
局
総
務
課
職
員
に
対
し
、
同
年
３
月
23

日
か
ら
４
月
20
日
ま
で
の
う
ち
15
日
間
、
政
務
調
査
費
制
度
の
概
要
、
政
務
調
査
費
の
支
出
に
係
る
関
係

書
類
の
調
査
及
び
聴
き
取
り
調
査
を
行
っ
た
。

７
　
関
係
人
調
査

　
福
岡
県
議
会
の
民
主
・
県
政
ク
ラ
ブ
、
緑
友
会
福
岡
県
議
団
、
自
由
民
主
党
福
岡
県
議
団
及
び
公
明
党

福
岡
県
議
団
に
対
し
、
自
治
法
第
19
9条
第
８
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
平
成
23
年
４
月
14
日
、
そ
れ
ぞ
れ

調
査
等
を
行
っ
た
。

　
ま
た
、
同
年
４
月
21
日
、
平
成
20
年
の
政
務
調
査
費
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
時
の
福
岡
県
議
会
議
長
か

ら
聴
取
を
行
っ
た
。

第
５
　
監
査
の
結
果

　
１
　
事
実
関
係
の
確
認

⑴
　
政
務
調
査
費
制
度
に
つ
い
て

ア
　
根
拠
法
・
根
拠
条
例
等

　
本
県
で
は
、
自
治
法
第
10
0条
第
13
項
及
び
第
14
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
本
件
条
例
を
平
成
13
年

３
月
に
制
定
し
、
４
月
１
日
か
ら
施
行
し
た
。

同
時
に
、
本
件
規
程
が
制
定
さ
れ
、
条
例
と
併
せ
て
同
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
た
。

平
成
20
年
10
月
に
は
、
収
支
報
告
書
に
加
え
て
領
収
書
等
の
支
出
証
拠
書
類
の
写
し
を
提
出
し
、

−
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閲
覧
の
対
象
と
す
る
旨
の
条
例
及
び
規
程
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
、
平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
施

行
さ
れ
た
。

イ
　
本
件
事
務
処
理
要
領
の
位
置
付
け

　
本
件
条
例
第
８
条
に
よ
り
別
に
定
め
る
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
使
途
基
準
は
本
件
規
程
第
５
条
に

よ
り
別
表
で
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　
事
務
処
理
要
領
は
、
使
途
基
準
だ
け
で
は
分
か
り
に
く
い
た
め
、
運
用
指
針
や
項
目
別
の
指
針
、

留
意
事
項
等
の
内
容
を
細
か
く
決
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

ウ
　
事
務
処
理
要
領
の
見
直
し

　
近
年
の
政
務
調
査
費
を
巡
る
情
勢
や
新
聞
報
道
等
を
踏
ま
え
、
福
岡
県
議
会
に
お
い
て
は
議
会
運

営
委
員
会
小
委
員
会
を
中
心
に
事
務
処
理
要
領
を
見
直
し
、
①
マ
ス
キ
ン
グ
に
つ
い
て
の
改
善
、
②

食
糧
費
の
金
額
制
限
、
③
調
査
委
託
の
成
果
物
提
出
、
な
ど
の
改
訂
を
平
成
22
年
12
月
20
日
に
行
い

、
平
成
23
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

⑵
　
本
件
条
例
、
本
件
規
程
及
び
事
務
処
理
要
領
の
内
容

平
成
20
年
10
月
に
改
正
さ
れ
た
本
件
条
例
、
本
件
規
程
、
及
び
改
訂
さ
れ
た
事
務
処
理
要
領
の
主
な

内
容
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　
ア
　
「
福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
」
（
平
成
13
年
３
月
12
日
福
岡
県
条
例
第
１
号
）

　
　
（
抜
粋
）

（
趣
　
旨
）

第
１
条
　
こ
の
条
例
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
67
号
）
第
10
0条
第
14
項
及
び
第
15
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
議
会
議
員
の
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
福
岡

県
議
会
に
お
け
る
会
派
に
対
し
、
政
務
調
査
費
を
交
付
す
る
こ
と
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
政
務
調
査
費
の
交
付
対
象
）

第
２
条
　
政
務
調
査
費
は
、
福
岡
県
議
会
の
会
派
（
所
属
議
員
が
一
人
の
場
合
を
含
む
。
以
下
「
会
派

」
と
い
う
。
）
に
対
し
交
付
す
る
。

（
政
務
調
査
費
の
額
）

第
３
条
　
会
派
に
対
す
る
政
務
調
査
費
の
額
は
、
当
該
会
派
の
所
属
議
員
の
数
に
月
額
50
万
円
乗
じ
て

得
た
額
と
す
る
。

（
会
派
の
通
知
）

第
５
条
　
議
長
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
会
派
結
成
届
の
あ
っ
た
会
派
に
つ
い
て
、
毎
年
度
４

月
５
日
ま
で
に
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
議
長
は
、
年
度
途
中
に
お
い
て
、
会
派
結
成
届
、
会
派
異
動
届
又
は
会
派
解
散
届
が
提
出
さ
れ
た

と
き
は
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
速
や
か
に
知
事
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
務
調
査
費
の
交
付
決
定
）

第
６
条
　
知
事
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
通
知
の
あ
っ
た
会
派
に
つ
い
て
、
政
務
調
査
費
の
交
付
の
決

定
を
行
い
、
議
長
を
経
由
し
て
会
派
の
代
表
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
政
務
調
査
費
の
請
求
及
び
交
付
）

第
７
条
　
会
派
の
代
表
者
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
後
、
毎
月
５
日
ま
で
に
、
別
に
定

−
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め
る
様
式
に
よ
り
、
知
事
に
対
し
当
該
月
分
の
政
務
調
査
費
を
請
求
す
る
も
の
と
す
る
。

２
　
会
派
の
代
表
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
知
事
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
請

求
す
る
も
の
と
す
る
。

３
　
知
事
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
政
務
調
査
費
を
交
付
す
る

も
の
と
す
る
。

（
政
務
調
査
費
の
使
途
）

第
８
条
　
会
派
は
、
政
務
調
査
費
を
別
に
定
め
る
使
途
基
準
に
従
い
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
支
報
告
書
等
）

第
９
条
　
会
派
の
代
表
者
は
、
政
務
調
査
費
に
係
る
収
入
及
び
支
出
の
報
告
書
（
以
下
「
収
支
報
告
書

」
と
い
う
。
）
を
、
別
記
様
式
に
よ
り
、
政
務
調
査
費
の
交
付
を
受
け
た
年
度
の
翌
年
度
の
４
月
30

日
ま
で
に
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
会
派
の
代
表
者
は
、
会
派
が
消
滅
し
た
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
会
派
が

消
滅
し
た
日
の
属
す
る
月
ま
で
の
収
支
報
告
書
を
、
別
記
様
式
に
よ
り
、
消
滅
し
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
30
日
以
内
に
議
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
会
派
の
代
表
者
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
領
収
書
そ
の
他

の
支
出
の
事
実
を
証
す
る
書
類
の
写
し
（
以
下
「
領
収
書
等
の
写
し
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
議
長
の
調
査
）

第
10
条
　
議
長
は
、
政
務
調
査
費
の
適
正
な
運
用
を
期
す
た
め
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
収
支
報
告
書
及

び
領
収
書
等
の
写
し
（
以
下
「
収
支
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
必
要
に
応

じ
調
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
政
務
調
査
費
の
返
還
）

第
11
条
　
会
派
の
代
表
者
は
、
そ
の
年
度
に
お
い
て
交
付
を
受
け
た
政
務
調
査
費
の
総
額
か
ら
当
該
会

派
が
そ
の
年
度
に
お
い
て
行
っ
た
政
務
調
査
費
に
よ
る
支
出
（
第
８
条
の
使
途
基
準
に
従
っ
て
行
っ

た
支
出
を
い
う
。
）
の
総
額
を
控
除
し
て
残
余
が
あ
る
場
合
、
当
該
残
余
の
額
の
政
務
調
査
費
を
知

事
に
返
還
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
支
報
告
書
等
の
保
存
及
び
閲
覧
）

第
12
条
　
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
等
は
、
こ
れ
を
受
領
し
た
議
長
に
お
い
て

、
政
務
調
査
費
の
交
付
さ
れ
た
年
度
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
何
人
も
、
議
長
に
対
し
、
前
項
の
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
　
議
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
収
支
報
告
書
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
情

報
の
う
ち
、
福
岡
県
情
報
公
開
条
例
（
平
成
13
年
福
岡
県
条
例
第
５
号
）
第
７
条
第
１
項
各
号
の
非

開
示
情
報
を
除
き
、
閲
覧
に
供
す
る
も
の
と
す
る
。

（
委
　
任
）

第
13
条
　
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
政
務
調
査
費
の
交
付
そ
の
他
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め
る
。

イ
　
「
福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
規
程
」
（
平
成
13
年
３
月
30
日
福
岡
県
議
会
告
示
第
１
号
（

　
抜
粋
）

（
趣
　
旨
）
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第
１
条
　
こ
の
規
程
は
、
福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成
13
年
福
岡
県
条
例
第
1

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
し
必
要
な
細
則
を
定
め
る
も

の
と
す
る
。

（
政
務
調
査
費
の
使
途
基
準
）

第
５
条
　
条
例
第
８
条
の
使
途
基
準
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

　
別
表
（
第
５
条
関
係
）
　
　

項
　
　
　
目

内
　
　
　
　
　
　
　
　
容

調
査
研
究
費

県
政
の
施
策
に
係
る
意
見
集
約
会
議
、
議
案
（
意
見
書
等
を
含
む
。
）
立
案
等

の
調
査
、
現
地
視
察
、
各
市
町
村
の
諸
問
題
の
調
査
、
陳
情
に
関
す
る
調
査
な

ど
、
会
派
が
行
う
県
の
事
務
及
び
地
方
行
財
政
に
関
す
る
調
査
研
究
並
び
に
調

査
委
託
に
要
す
る
経
費

研
　
修
　
費

会
派
が
行
う
研
修
会
、
講
演
会
の
実
施
に
必
要
な
経
費
並
び
に
他
団
体
が
開
催

す
る
研
修
会
、
講
演
会
等
へ
の
所
属
議
員
及
び
会
派
の
雇
用
す
る
職
員
の
参
加

に
要
す
る
経
費

会
　
議
　
費

会
派
に
お
け
る
議
会
対
策
会
議
な
ど
県
政
の
調
査
研
究
に
関
す
る
各
種
会
議
に

要
す
る
経
費

資
料
作
成
費

会
派
が
議
会
審
議
に
必
要
な
資
料
を
作
成
す
る
た
め
に
要
す
る
経
費

資
料
購
入
費

会
派
が
行
う
調
査
研
究
の
た
め
に
必
要
な
図
書
・
資
料
等
の
購
入
に
要
す
る
経

費

広
　
報
　
費

会
派
が
行
う
議
会
活
動
及
び
県
政
に
関
す
る
政
策
等
の
県
民
へ
の
広
報
活
動
に

要
す
る
経
費

事
　
務
　
費

会
派
が
行
う
調
査
研
究
に
か
か
る
事
務
遂
行
に
必
要
な
経
費

人
　
件
　
費

会
派
が
行
う
調
査
研
究
を
補
助
す
る
職
員
を
雇
用
す
る
経
費

（
収
支
報
告
書
等
の
写
し
の
送
付
）

第
６
条
　
議
長
は
、
条
例
第
９
条
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ
れ
た
収
支
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
（

以
下
「
収
支
報
告
書
等
」
と
い
う
。
）
の
写
し
を
、
様
式
第
６
号
に
よ
り
知
事
に
送
付
す
る
も
の
と

す
る
。

（
証
拠
書
類
等
の
整
理
保
管
）

第
７
条
　
会
派
の
政
務
調
査
費
経
理
責
任
者
は
、
政
務
調
査
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
を
調
製

し
そ
の
内
訳
を
明
確
に
す
る
と
と
も
に
、
証
拠
書
類
等
を
整
理
保
管
し
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
当
該
政

務
調
査
費
の
交
付
を
受
け
た
年
度
の
末
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
５
年
を
経
過
す
る
日
ま
で
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ
　
「
政
務
調
査
に
関
す
る
事
務
処
理
要
領
」
（
平
成
20
年
10
月
９
日
改
訂
　
福
岡
県
議
会
）
（
抜
粋
）

ａ
　
基
本
指
針

　
政
務
調
査
費
は
、
地
方
自
治
法
第
10
0条
第
14
項
、
第
15
項
及
び
福
岡
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関

す
る
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
福
岡
県
議
会
議
員
（
以
下
「
議
員
」
と

い
う
。
）
の
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
交
付
さ
れ
た
政
務
調
査
費
は
、
調
査
研
究
活
動
に
要
す
る
経
費
に
対
し
て
適
切
に
充

当
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
、
福
岡
県
に
お
い
て
は
、
条
例
の
規
定
に
よ
り
、
政
務
調
査
費
が
福
岡
県
議
会
に
お
け
る
会
派

（
以
下
「
会
派
」
と
い
う
。
）
に
対
し
て
交
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
こ

と
が
で
き
る
調
査
研
究
活
動
は
、
会
派
が
行
う
調
査
研
究
活
動
で
あ
る
。

　
　
こ
の
こ
と
か
ら
、
会
派
と
し
て
実
施
す
る
調
査
研
究
活
動
を
具
体
的
に
決
定
し
た
上
で
、
会
派
の
調

査
研
究
活
動
を
会
派
に
所
属
す
る
議
員
が
行
う
場
合
に
限
り
、
個
々
の
議
員
が
実
施
す
る
調
査
研
究
活

動
へ
も
政
務
調
査
費
が
充
当
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

調
査
研
究
活
動
と
は

会
派
及
び
会
派
の
所
属
議
員
が
行
う
次
の
活
動
を
い
う

・
県
政
の
課
題
、
議
会
で
審
議
す
る
案
件
等
に
つ
い
て
行
う
調
査
研
究
及
び
情
報
収
集
の
た
め
の

　
活
動

・
県
民
、
政
治
家
、
行
政
関
係
者
、
民
間
の
団
体
等
と
の
意
見
交
換
及
び
情
報
収
集
を
行
う
た
め

　
の
活
動

・
住
民
か
ら
の
要
望
及
び
意
見
の
聴
取
並
び
に
住
民
と
の
意
見
交
換
の
た
め
に
行
う
活
動

・
住
民
に
対
し
て
行
う
広
報
活
動

・
そ
の
他
、
議
長
が
必
要
と
認
め
る
活
動

ｂ
　
運
用
指
針

⒜
　
実
費
弁
償
の
原
則

　
調
査
研
究
活
動
は
会
派
（
議
員
）
の
自
発
的
な
意
思
に
基
づ
き
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら

、
政
務
調
査
費
は
、
社
会
通
念
上
妥
当
な
範
囲
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
調
査
研
究

に
要
し
た
費
用
の
実
費
に
充
当
（
実
費
弁
償
）
す
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。

⒝
　
按
分
に
あ
た
っ
て
の
指
針

　
議
員
の
活
動
は
、
議
会
活
動
、
調
査
研
究
活
動
、
市
民
相
談
活
動
、
政
党
活
動
、
後
援
会
活
動
等

多
彩
で
あ
り
、
一
つ
の
活
動
が
調
査
研
究
活
動
と
他
の
活
動
の
両
面
を
有
し
、
渾
然
一
体
と
な
っ
て

い
る
こ
と
が
通
例
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
調
査
研
究
活
動
と
そ
の
他
の
各
種
活
動
と
の
明
確
な
分
割
が
困
難
な
場
合
は
、
按
分

に
よ
り
調
査
研
究
活
動
に
要
し
た
経
費
部
分
を
算
定
し
て
政
務
調
査
費
に
充
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
な
お
、
こ
の
場
合
の
按
分
に
つ
い
て
は
、
２
分
の
１
を
上
限
と
す
る
。

ｃ
　
項
目
別
指
針

　
政
務
調
査
費
か
ら
支
出
で
き
る
項
目
の
う
ち
、
主
な
も
の
に
つ
い
て
の
留
意
事
項
は
次
の
と
お
り
。

⒜
　
交
通
費
・
宿
泊
費

　
調
査
研
究
活
動
（
海
外
で
の
調
査
を
含
む
。
）
に
際
し
必
要
な
費
用
で
、
実
際
に
か
か
っ
た
経
費

（
実
費
）
に
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
は
社
会
通
念
上
相
当
な
範
囲
で
あ
る
こ

と
。

①
　
公
共
交
通
機
関
（
バ
ス
、
高
速
バ
ス
、
鉄
道
、
地
下
鉄
）

　
旅
行
代
理
店
等
で
一
括
し
て
購
入
し
た
場
合
な
ど
領
収
書
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
は
領

収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。
た
だ
し
、
領
収
書
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
支
払
証

明
書
を
も
っ
て
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
　
航
空
機

　
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

③
　
自
家
用
車
使
用
の
場
合
の
燃
料
代
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実
測
に
よ
り
距
離
を
確
定
し
、
１
㎞
20
円
で
算
定
し
、
支
払
証
明
書
に
記
載
し
て
充
当
す
る
自

家
用
車
の
維
持
費
（
修
繕
料
、
自
動
車
保
険
料
、
車
検
料
等
）
に
は
、
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

④
　
高
速
、
有
料
道
路
料
金

　
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

⑤
　
駐
車
料
金

　
調
査
研
究
等
の
た
め
必
要
な
場
合
は
政
務
調
査
費
を
充
当
で
き
る
。

　
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

⑥
　
タ
ク
シ
ー
料
金

　
タ
ク
シ
ー
利
用
は
、
や
む
を
得
な
い
必
要
最
小
限
度
の
場
合
に
限
る
。

　
ま
た
、
飲
酒
を
伴
う
会
合
等
か
ら
の
帰
路
に
使
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

⒝
　
調
査
委
託
費

　
政
務
調
査
業
務
を
団
体
（
民
間
調
査
会
社
、
学
術
研
究
機
関
、
公
益
法
人
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
、
議
員

で
構
成
さ
れ
る
団
体
等
）
又
は
個
人
（
学
識
経
験
者
等
）
に
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
委
託
す
る
業
務
内
容
、
委
託
金
額
、
委
託
期
間
、
成
果
物
等
を
明
記
し
た
契
約
書
を
交
わ
す
こ
と

。 　
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

⒞
　
食
糧
費

　
会
議
等
に
お
け
る
食
糧
費
に
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
公
職
選
挙
法
の
制
限

に
抵
触
し
な
い
こ
と
及
び
社
会
通
念
上
妥
当
な
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
食
糧
費

の
支
出
自
体
が
調
査
研
究
活
動
と
し
て
の
会
議
等
と
の
一
体
性
が
あ
る
場
合
に
限
っ
て
充
当
で
き
る

も
の
と
す
る
。

　
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

①
　
政
務
調
査
費
を
充
当
で
き
る
経
費

・
調
査
研
究
活
動
と
し
て
開
催
さ
れ
る
昼
食
会
等
の
経
費

・
調
査
研
究
活
動
と
し
て
開
催
さ
れ
る
会
合
に
お
け
る
茶
菓
等
の
経
費

②
　
政
務
調
査
費
の
充
当
が
不
適
当
な
経
費

・
会
派
や
議
員
間
で
の
懇
談
・
懇
親
を
目
的
と
し
た
会
合
に
要
す
る
経
費

・
飲
酒
を
伴
う
会
合
に
要
す
る
経
費

　
（
調
査
研
究
活
動
の
一
環
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
飲
酒
を
伴
う
会
合
の
飲
食

　
費
に
は
政
務
調
査
費
を
充
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。
）

⒟
　
事
務
費

　
政
務
調
査
費
は
、
原
則
的
に
は
調
査
研
究
活
動
に
要
す
る
費
用
に
充
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
調
査

研
究
活
動
を
行
う
た
め
の
環
境
整
備
ま
で
充
当
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
備
品
・
消
耗
品
の
購
入
に
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
調
査

研
究
活
動
に
対
す
る
有
用
性
が
高
く
、
調
査
研
究
活
動
に
直
接
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に

限
定
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
購
入
価
格
に
つ
い
て
も
、
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
備
品
と
い
う
観
点

か
ら
、
常
識
的
に
判
断
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
調
査
研
究
活
動
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
て
も
、
個
人
用
の
も
の
の
購
入
に
は
充
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。

①
　
自
家
用
車
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自
家
用
車
の
購
入
費
用
に
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
自
家
用
車
の
維
持
費
（
修
繕
料
、
自
動
車
保
険
料
、
車
検
料
等
）
に
は
、
政
務
調
査
費
を
充
当

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
自
動
車
リ
ー
ス
料
は
認
め
ら
れ
る
が
、
他
の
業
務
に
も
使
用
す
る
場
合
、
適
切
な
割
合
で
按
分

し
て
充
当
す
る
。

　
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

②
　
事
務
用
機
器

　
事
務
用
機
器
の
購
入
に
つ
い
て
は
、
調
査
研
究
活
動
専
用
の
場
合
は
全
額
充
当
で
き
る
が
、
資

産
形
成
に
つ
な
が
る
可
能
性
の
高
い
高
額
備
品
は
認
め
ら
れ
な
い
。
高
額
備
品
に
つ
い
て
は
リ
ー

ス
に
よ
る
も
の
と
し
、
他
の
業
務
に
も
使
用
す
る
場
合
は
、
適
切
な
割
合
で
按
分
し
て
充
当
す
る

。 　
な
お
、
パ
ソ
コ
ン
等
、
リ
ー
ス
が
で
き
な
い
場
合
は
購
入
で
き
る
も
の
と
す
る
が
、
他
の
業
務

に
も
使
用
す
る
場
合
は
、
適
切
な
割
合
で
按
分
し
て
充
当
す
る
。

　
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

⒠
　
事
務
所
費

　
事
務
所
経
費
へ
の
政
務
調
査
費
の
充
当
に
あ
た
っ
て
は
、
②
の
よ
う
な
「
事
務
所
」
と
し
て
の
要

件
を
満
た
し
て
お
り
、
実
際
に
調
査
研
究
活
動
に
使
用
さ
れ
て
い
る
場
合
に
充
当
で
き
る
も
の
と
す

る
。

　
調
査
研
究
活
動
を
行
う
事
務
所
が
、
自
宅
や
議
員
事
務
所
等
と
兼
用
し
て
い
る
場
合
は
、
そ
の
実

態
に
応
じ
て
、
他
の
業
務
と
の
適
切
な
割
合
に
よ
り
按
分
し
、
按
分
し
た
額
に
政
務
調
査
費
を
充
当

す
る
。

　
な
お
、
充
当
限
度
額
に
つ
い
て
は
、
④
を
参
照
の
こ
と
。

　
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

①
　
対
象
経
費

　
事
務
所
賃
借
料
、
光
熱
水
費

　
（
※
　
事
務
所
の
修
繕
費
は
、
政
務
調
査
費
か
ら
の
支
出
を
認
め
な
い
。
）

②
　
事
務
所
の
要
件

　
ⅰ
）
事
務
所
と
し
て
の
外
形
上
の
形
態
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
ⅱ
）
事
務
所
と
し
て
の
機
能
（
事
務
ス
ペ
ー
ス
、
事
務
用
機
器
等
）
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

　
ⅲ
）
賃
貸
の
場
合
、
契
約
者
は
、
会
派
又
は
そ
の
所
属
議
員
で
あ
り
、
書
面
に
よ
り
賃
貸
借
契
約

　
　
が
締
結
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
政
党
、
後
援
会
名
義
等
で
賃
借
し
、
政
党
、
後
援
会
業
務
に
使
用
し
て
い
る
事
務
所
を
、
会
　

　
派
又
は
そ
の
所
属
議
員
の
調
査
研
究
業
務
に
も
使
用
す
る
場
合
は
、
会
派
又
は
そ
の
所
属
議
員
　

　
で
、
政
党
、
後
援
会
等
と
の
使
用
契
約
を
結
ぶ
こ
と
。

⒡
　
人
件
費

　
調
査
研
究
活
動
の
補
助
業
務
の
た
め
に
雇
用
し
た
職
員
の
人
件
費
に
は
、
調
査
研
究
活
動
の
補
助

業
務
に
従
事
し
て
い
る
実
態
に
よ
り
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
給
与
支
払
明
細
書
の
写
し
又
は
領
収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
。

①
　
人
件
費
へ
の
充
当

　
専
任
の
調
査
研
究
補
助
員
の
場
合
、
そ
の
雇
用
経
費
の
全
額
に
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
。

　
議
員
秘
書
等
に
つ
い
て
は
、
調
査
研
究
活
動
と
そ
の
他
の
活
動
の
明
確
な
分
割
が
困
難
で
あ
る
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た
め
、
適
切
な
割
合
で
按
分
し
た
額
と
す
る
。
上
限
額
は
月
平
均
２
０
万
円
（
諸
手
当
含
む
）
と

す
る
。

②
　
親
族
の
雇
用

　
専
門
的
知
識
が
あ
る
な
ど
特
別
な
理
由
が
あ
る
場
合
は
親
族
を
雇
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
の
場
合
は
、
雇
用
契
約
を
締
結
す
る
と
と
も
に
、
人
件
費
は
適
切
な
額
と
す
る
。

③
　
法
人
職
員
の
雇
用
・
派
遣

　
会
派
所
属
議
員
が
実
質
上
所
有
・
支
配
し
て
い
る
法
人
若
し
く
は
役
員
を
し
て
い
る
法
人
の
職

員
等
を
調
査
研
究
補
助
職
員
と
し
て
雇
用
若
し
く
は
派
遣
に
よ
り
使
用
す
る
場
合
は
、
本
来
法
人

が
負
担
す
べ
き
人
件
費
を
政
務
調
査
費
に
よ
り
補
て
ん
し
て
い
る
と
の
疑
念
を
抱
か
れ
や
す
い
の

で
契
約
は
も
と
よ
り
勤
務
実
態
に
つ
い
て
も
明
確
に
す
る
よ
う
留
意
す
る
こ
と
。

ｄ
　
収
支
報
告
書
及
び
証
拠
書
類
（
写
）
の
提
出

⒜
　
提
出
書
類

①
　
収
支
報
告
書

　
条
例
第
９
条
で
定
め
る
別
記
様
式
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
、
期
限
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と

。
②
　
証
拠
書
類
（
写
）

　
収
支
報
告
書
を
提
出
す
る
と
き
は
、
領
収
書
そ
の
他
の
支
出
の
事
実
を
証
す
る
書
類
（
領
収
書

及
び
支
払
証
明
書
）
を
複
写
機
で
複
写
し
た
も
の
も
あ
わ
せ
て
提
出
す
る
こ
と
。

　
な
お
、
領
収
書
は
原
本
を
領
収
書
添
付
様
式
に
重
な
ら
な
い
よ
う
に
貼
り
付
け
、
按
分
や
一
部

充
当
の
場
合
は
用
紙
の
余
白
に
按
分
率
や
充
当
額
を
記
載
す
る
こ
と
。

　
ま
た
、
提
出
に
あ
た
っ
て
は
、
支
払
月
別
及
び
項
目
別
に
整
理
す
る
こ
と
。

⒝
　
提
出
期
限

①
　
年
度
分

　
政
務
調
査
費
の
交
付
を
受
け
た
翌
年
度
の
４
月
30
日
ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
。

②
　
会
派
が
消
滅
し
た
場
合

　
会
派
が
消
滅
し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
30
日
以
内
に
提
出
す
る
こ
と
。

⒞
　
非
開
示
情
報
の
マ
ス
キ
ン
グ

　
領
収
書
等
の
写
し
に
個
人
情
報
等
の
非
開
示
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
会
派
に
お
い
て

マ
ス
キ
ン
グ
の
上
、
提
出
す
る
こ
と
。
【
福
岡
県
情
報
公
開
条
例
第
7条
第
1項
関
係
】

①
　
情
報
公
開
条
例
第
７
条
第
１
項
第
１
号
（
個
人
情
報
）

　
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
又
は
特
定
の

個
人
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
、
個
人
の
権
利
利
益
を

害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。

②
　
情
報
公
開
条
例
第
７
条
第
１
項
第
２
号
（
法
人
情
報
）

　
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
関
す
る
情
報
又
は
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ

っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
人
等
又
は
当
該
個
人
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他

正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。

③
　
情
報
公
開
条
例
第
７
条
第
１
項
第
８
号
（
議
員
個
人
・
会
派
情
報
）

　
議
会
の
議
員
個
人
に
関
す
る
情
報
及
び
会
派
の
活
動
に
関
す
る
情
報
。
た
だ
し
、
法
令
等
の
規

定
に
よ
り
又
は
慣
行
と
し
て
公
に
さ
れ
、
又
は
公
に
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
情
報
を
除
く

。
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※
例
　
★
個
人
に
関
す
る
情
報

ａ
．
支
払
の
相
手
方
が
個
人
の
場
合
（
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
を
除

　
く
。
）

　
・
支
払
相
手
方
の
氏
名
、
振
込
先
の
金
融
機
関
名
、
口
座
番
号

　
・
領
収
書
の
印
影
、
住
所
、
電
話
番
号
　
な
ど

ｂ
．
議
員
個
人
の
情
報

　
・
金
融
機
関
名
、
口
座
番
号

　
・
非
公
開
の
電
話
番
号
（
携
帯
電
話
等
）
・
住
所
、
通
帳
残
高
及
び
政
務
調
査
費
に
充
当

　
し
た
経
費
以
外
の
支
出
に
係
る
記
載
部
分

　
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
売
上
表
（
利
用
明
細
）
の
う
ち
、
政
務
調
査
費
に
充
当
し
た
経
費

　
以
外
の
支
出
に
係
る
記
載
部
分
　
な
ど

　
　
　
★
法
人
等
に
関
す
る
情
報

　
ａ
．
支
払
の
相
手
方
が
法
人
の
場
合
（
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
を
除

　
　
く
。
）

　
・
領
収
書
の
従
業
員
氏
名
・
印
影
　
な
ど

e　
政
務
調
査
費
へ
の
充
当
が
不
適
切
な
経
費
（
参
考
事
例
）

項
　
　
　
　
目

例
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
示

⑴
政
党
活
動
に

　
要
す
る
経
費

・
党
大
会
へ
の
出
席
経
費

・
政
党
活
動
、
県
連
活
動
経
費

・
政
党
の
広
報
誌
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ビ
ラ
等
の
印
刷
・
発
送
料
等

・
政
党
組
織
の
事
務
所
の
設
置
・
維
持
経
費
（
人
件
費
を
含
む
。
）

・
党
大
会
賛
助
金
等

・
会
派
の
役
員
経
費
等

⑵
選
挙
活
動
に
	

　
要
す
る
経
費

・
選
挙
に
係
る
経
費
、
選
挙
活
動
経
費

・
衆
・
参
議
員
選
挙
等
の
各
種
団
体
へ
の
支
援
依
頼
活
動
、
選
挙
ビ
ラ
作
成
経

費
　
等

⑶
後
援
会
活
動

　
に
要
す
る
経

　
費

・
後
援
会
活
動
経
費

・
後
援
会
の
広
報
誌
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ビ
ラ
等
の
印
刷
・
発
送
料
等

・
政
党
組
織
の
事
務
所
の
設
置
・
維
持
経
費
（
人
件
費
を
含
む
。
）

・
後
援
会
主
催
の
「
県
政
報
告
会
」
等
経
費

⑷
私
的
経
費

・
慶
弔
餞
別
等
に
要
す
る
経
費
（
香
典
、
祝
金
、
寸
志
、
病
気
見
舞
、
餞
別
、

中
　
元
・
歳
暮
、
電
報
、
年
賀
状
の
購
入
・
印
刷
等
）

・
宗
教
活
動
に
要
す
る
経
費
（
檀
家
総
代
会
、
報
恩
講
、
宮
参
り
等
）

・
親
睦
会
又
は
飲
食
を
目
的
と
し
た
会
合
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
大
会
等
の
開

催
　
及
び
参
加
に
要
す
る
経
費

・
調
査
研
究
活
動
に
直
接
必
要
で
な
い
備
品
の
購
入
等
に
要
す
る
経
費

・
私
的
な
財
産
形
成
と
な
る
よ
う
な
備
品
等
の
購
入
経
費

・
観
光
や
私
的
用
務
の
旅
行
等
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⑸
そ
の
他

・
挨
拶
、
会
食
や
テ
ー
プ
カ
ッ
ト
の
み
の
出
席
に
要
す
る
経
費

・
飲
食
を
主
目
的
と
す
る
懇
談
会
経
費

・
議
員
が
他
の
団
体
の
役
員
を
兼
ね
て
い
る
場
合
、
そ
の
団
体
の
理
事
会
、
役

　
員
会
や
総
会
へ
の
出
席
に
要
す
る
経
費

・
自
動
車
の
購
入
及
び
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費

・
事
務
所
の
購
入
に
要
す
る
経
費

・
調
査
研
究
活
動
に
直
接
必
要
と
し
な
い
備
品
の
購
入
等
に
要
す
る
経
費
（
冷

　
蔵
庫
、
美
術
品
、
衣
服
等
）

ｆ
　
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
運
用

　
　
政
務
調
査
費
の
事
務
処
理
に
つ
い
て
は
、
条
例
及
び
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
原
則
と
し
て
次

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
【
手
続
き
フ
ロ
ー
】

県
　
　
民
　
　
等

⑮
収
支
報
告
書
等
の
閲
覧

知 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 事

議 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 長

会 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 派

民
　
間
　
業
　
者

経 費 の 支 出

議　 　 　 　 　 員 調 査 活 動

④
調
査
事
項
通
知

⑤
調
査
事
項
申
出

　
及
び
認
定

⑥
調
査
費
の
請
求

⑨
調
査
費
の
支
払

⑩
調
査
結
果
報
告

 収
支
報
告（
返
還
）

 領
収
書
等
 （
写
）

①
会
派
結
成
届

 （
異
動・
解
散
届
）

⑦
政
務
調
査
費
請
求

⑪
収
支
報
告
書

　
領
収
書
等
　（
写
）

⑭
政
務
調
査
費
返
還

②
会
派
結
成
届（
写
）

 （
異
動
・
解
散
届
）

⑧
政
務
調
査
費
交
付

⑫
収
支
報
告
書（
写
）

　
領
収
書
等
 （
写
）

　
の
送
付

③
交
付
決
定
通
知

⑬
返
納
通
知

−
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○
【
留
意
事
項
】

①
　
会
派

　
　
会
派
は
、
交
付
を
受
け
た
政
務
調
査
費
の
使
途
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
に
留
意
す
る
。

ア
　
会
派
は
、
交
付
を
受
け
た
政
務
調
査
費
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
指
針
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
調
査
事
項
を
特
定
せ
ず
、
調
査
費
を
単
純
一
律
に
議
員
に
配
分
す
る
こ
と
は
認
め
な
い
。

②
　
議
員

　
議
員
は
、
会
派
か
ら
通
知
を
受
け
た
調
査
及
び
調
査
費
の
支
出
に
つ
い
て
、
以
下
の
点
に
留
意
す

る
。

ア
　
会
派
か
ら
通
知
を
受
け
た
調
査
は
、
当
該
年
度
内
に
完
了
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ
　
通
知
を
受
け
た
調
査
に
つ
い
て
は
、
そ
の
業
務
の
全
て
又
は
調
査
費
の
全
額
を
外
部
に
委
託
	

し
て
は
な
ら
な
い
。

ウ
　
支
出
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
経
費
は
、
会
派
か
ら
通
知
を
受
け
た
調
査
に
要
す
る
も
の
と
し

、
そ
の
使
途
は
、
指
針
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ
　
会
計
帳
簿
（
出
納
簿
）
の
記
入
に
当
た
っ
て
は
、
収
入
・
支
出
の
都
度
、
記
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

オ
　
調
査
費
の
支
出
を
す
る
際
に
お
い
て
は
、
領
収
書
を
受
領
し
て
お
く
こ
と
。

⑶
　
議
会
事
務
局
が
行
う
知
事
の
権
限
に
関
す
る
財
務
事
務

　
会
派
は
、
経
理
責
任
者
が
中
心
と
な
っ
て
、
領
収
書
・
会
計
帳
簿
の
整
理
を
行
い
、
翌
年
度
の
４
月

30
日
ま
で
に
議
長
に
領
収
書
等
の
写
し
を
添
付
し
た
収
支
報
告
書
を
提
出
、
議
長
は
そ
の
写
し
を
知
事

（
議
会
事
務
局
）
に
送
付
す
る
。
議
会
事
務
局
で
は
、
知
事
の
権
限
に
関
す
る
財
務
事
務
と
し
て
、
提

出
さ
れ
た
関
係
書
類
の
点
検
、
確
認
及
び
整
理
を
行
っ
て
い
る
。

⑷
　
政
務
調
査
費
の
支
出
状
況

　
平
成
21
年
度
の
政
務
調
査
費
の
支
出
状
況
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ア
　
支
出
科
目

　
　
平
成
21
年
度
一
般
会
計

　
　
１
款
	議
会
費
、
１
項
	議
会
費
、
１
目
	議
会
費
、
19
節
	負
担
金
、
補
助
及
び
交
付
金

イ
　
交
付
金
額
及
び
当
初
の
収
支
報
告
額
等

　
　
　
　
支
出
状
況
一
覧
(単
位
：
円
)

会
派
名

交
付
額

A

収
支
報
告
額

（
４
月
30
日
当
初
）

B

返
納
額

A
−
B

返
納
日

自
民
党
福
岡
県
議
団

25
7,5
00
,00
0

25
8,8
75
,27
5

−
−

民
主
・
県
政
ク
ラ
ブ

12
6,0
00
,00
0

12
6,2
07
,81
8

−
−

公
　
　
明
　
　
党

66
,00
0,0
00

48
,22
3,6
26

17
,77
6,3
74

５
月
27
日

緑
　
　
友
　
　
会

48
,00
0,0
00

45
,89
5,1
31

2,1
04
,86
9
５
月
26
日

自
民
県
民
の
会

6,0
00
,00
0

4,4
40
,87
1

1,5
59
,12
9
５
月
27
日

真
　
　
政
　
　
会

6,0
00
,00
0

6,3
55
,49
9

−
−

自
　
民
　
ク
　
ラ
　
ブ

6,0
00
,00
0

6,0
07
,42
5

−
−

−
1
9
−
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福
　

岡
　

県
　

公
　

報

日
　
本
　
共
　
産
　
党

6,0
00
,00
0

6,8
82
,23
7

−
−

計
52
1,5
00
,00
0

50
2,8
87
,88
2

21
,44
0,3
72

ウ
　
収
支
報
告
書
の
修
正
及
び
返
還

　
　
交
付
さ
れ
た
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
会
派
が
見
直
し
を
行
い
、
平
成
22
年
７
月
か
ら
同
年

12
月
ま
で
に
収
支
報
告
書
等
の
修
正
を
行
っ
た
。

　
　
　
修
正
支
出
状
況
一
覧
（
単
位
：
円
）

会
派
名

返
納
後
交
付
額

A
’

当
初
報
告
額

（
４月
30
日
）

B

減
額
修
正
額

C

修
正
報
告
額

（
７
月
〜
12
月
）

B
−
C

返
還
額

自
民
党
福
岡
県
議
団

25
7,5
00
,00
0
25
8,8
75
,27
5

95
4,1
25

25
7,9
21
,15
0

0
民
主
・
県
政
ク
ラ
ブ

12
6,0
00
,00
0
12
6,2
07
,81
8

20
3,2
39

12
6,0
04
,57
9

0
公
　
　
明
　
　
党

48
,22
3,6
26

48
,22
3,6
26

23
,83
8

48
,19
9,7
88

23
,83
8

緑
　
　
友
　
　
会

45
,89
5,1
31

45
,89
5,1
31

22
5,3
60

45
,66
9,7
71

22
5,3
60

自
		民
		県
		民
		の
		会

4,4
40
,87
1

4,4
40
,87
1

−
−

−
真
　
　
政
　
　
会

6,0
00
,00
0

6,3
55
,49
9

−
−

−
自
		民
		ク
		ラ
		ブ

6,0
00
,00
0

6,0
07
,42
5

1,9
42

6,0
05
,48
3

0
日
		本
		共
		産
		党

6,0
00
,00
0

6,8
82
,23
7

61
,66
7

6,8
20
,57
0

0
計

52
1,5
00
,00
0
50
2,8
87
,88
2

1,4
70
,17
1

49
0,6
21
,34
1
24
9,1
98

⑸
　
請
求
一
覧
表
に
係
る
領
収
書
等
の
確
認
に
つ
い
て

　
請
求
人
が
提
出
し
た
本
件
請
求
に
係
る
事
実
証
明
書
⑵
の
一
覧
表
に
記
載
さ
れ
た
、
1,
63
2件
、
総

額
10
1,3
89
,16
2円
分
の
支
出
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
議
会
事
務
局
保
管
の
収
支
報
告
書
及
び
領
収
書
等

の
写
し
に
よ
り
、
金
額
、
相
手
方
、
支
出
内
容
を
確
認
し
た
。

　
こ
の
う
ち
、
請
求
人
の
重
複
記
入
と
思
わ
れ
領
収
書
等
が
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
が
２
件
、
13
,9
90

円
分
、
金
額
や
日
付
の
記
入
誤
り
と
思
わ
れ
る
も
の
が
８
件
あ
り
、
う
ち
１
件
は
証
拠
書
類
等
を
確

認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
80
件
、
1,
24
0,
47
4円
分
が
本
件
監
査
請
求
が
提
出
さ
れ
る

以
前
に
取
り
下
げ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
結
果
、
最
終
的
に
確
認
で
き
た
も
の
の
合
計
は
1,
54
2件
、

99
,79
0,9
48
円
分
で
あ
っ
た
。

　
２
　
判
　
断

⑴
　
監
査
の
視
点
等

ア
　
請
求
人
は
、
「
別
紙
一
覧
表
に
分
類
さ
れ
る
支
出
は
、
政
務
調
査
費
の
交
付
の
趣
旨
お
よ
び
使
途

基
準
に
照
ら
し
て
、
県
政
に
関
す
る
調
査
研
究
に
必
要
な
経
費
と
認
め
ら
れ
な
い
支
出
で
あ
る
か
ら

政
務
調
査
費
の
適
正
な
支
出
に
該
当
せ
ず
」
と
主
張
し
、
過
去
の
判
例
に
照
ら
し
て
明
ら
か
に
違
法

な
支
出
で
あ
る
と
し
て
①
〜
⑤
に
分
類
し
て
い
る
の
で
、
請
求
人
が
対
象
と
し
た
会
派
及
び
対
象
議

員
の
平
成
21
年
度
県
議
会
政
務
調
査
費
の
支
出
に
違
法
性
若
し
く
は
不
当
性
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い

て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
類
に
応
じ
て
判
断
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

イ
　
い
か
な
る
政
務
調
査
活
動
を
行
い
、
そ
の
た
め
に
い
か
な
る
費
用
を
支
出
す
る
か
に
つ
い
て
は
、

会
派
又
は
対
象
議
員
が
自
主
的
・
自
律
的
に
決
定
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
る
べ

−
2
0
−
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福
　

岡
　

県
　

公
　

報

き
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
法
及
び
条
例
の
趣
旨
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。

　
ま
た
、
政
務
調
査
活
動
は
、
事
務
処
理
要
領
の
基
本
指
針
に
お
い
て
、
会
派
及
び
会
派
の
所
属
議

員
が
行
う
次
の
活
動
を
い
う
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

・
県
政
の
課
題
、
議
会
で
審
議
す
る
案
件
等
に
つ
い
て
行
う
調
査
研
究
及
び
情
報
収
集
の
た
め

の
活
動

・
県
民
、
政
治
家
、
行
政
関
係
者
、
民
間
の
団
体
等
と
の
意
見
交
換
及
び
情
報
収
集
を
行
う
た

め
の
活
動

・
住
民
か
ら
の
要
望
及
び
意
見
の
聴
取
並
び
に
住
民
と
の
意
見
交
換
の
た
め
に
行
う
活
動

・
住
民
に
対
し
て
行
う
広
報
活
動

・
そ
の
他
、
議
長
が
必
要
と
認
め
る
活
動

　
こ
の
よ
う
な
調
査
研
究
活
動
は
多
様
で
、
付
随
し
て
発
生
す
る
経
費
も
多
様
で
あ
り
、
政
務
調
査

費
は
、
社
会
通
念
上
妥
当
な
範
囲
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
調
査
研
究
に
要
し
た

費
用
の
実
費
に
充
当
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。

ウ
　
政
務
調
査
費
に
つ
い
て
は
、
本
件
条
例
第
８
条
に
お
い
て
、
「
会
派
は
、
政
務
調
査
費
を
別
に
定

め
る
使
途
基
準
に
従
い
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
使
途
基
準
は
本
件

規
程
第
５
条
別
表
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
規
程
に
基
づ
く
使
途
基
準
の
運
用
に
つ
い
て

は
、
福
岡
県
議
会
の
議
会
運
営
委
員
会
が
決
定
し
た
事
務
処
理
要
領
に
お
い
て
詳
細
な
指
針
が
定
め

ら
れ
て
お
り
、
会
派
に
お
い
て
は
、
こ
の
指
針
に
沿
っ
て
政
務
調
査
費
の
支
出
等
に
つ
い
て
制
度
を

運
用
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

⑵
　
按
分
さ
れ
な
い
人
件
費
等
に
つ
い
て

ア
　
請
求
人
は
、
「
人
件
費
」
「
事
務
所
費
」
「
報
告
書
作
成
費
」
の
全
額
を
政
務
調
査
費
と
し
て
使

用
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
支
出
内
容
が
調
査
研
究
活
動
の
み
で
あ
る
こ
と
の
厳
格
な
証
明
で
説
明
責

任
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
支
出
内
容
が
明
確
で
な
い
領
収
書
の
添
付
で
は
、
調

査
研
究
活
動
を
行
っ
た
こ
と
は
ま
っ
た
く
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
来
按
分
さ
れ
る
べ
き

金
額
の
２
分
の
１
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
請
求
人
の
主
張
す
る
会
派
の
人
件
費
に
つ
い
て
、
請
求
人
は
、
会
派
の
議
員
控
室
で
の
事
務
作
業

は
ほ
と
ん
ど
政
党
活
動
で
あ
る
と
主
張
す
る
が
、
関
係
人
調
査
の
結
果
、
議
員
控
室
の
勤
務
職
員
は

調
査
研
究
活
動
に
専
従
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
政
党
活
動
は
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
政
党
雇
用

の
職
員
が
二
人
い
る
が
、
当
該
職
員
は
必
ず
し
も
会
派
に
常
駐
せ
ず
、
党
本
部
と
双
方
を
行
き
来
し

て
政
務
調
査
の
業
務
を
処
理
し
て
お
り
、
給
与
の
支
給
額
に
つ
い
て
は
適
正
に
２
分
の
１
で
按
分
し

、
そ
の
範
囲
内
で
党
に
対
す
る
給
与
負
担
金
相
当
額
を
定
め
、
政
務
調
査
費
が
充
当
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
パ
ソ
コ
ン
等
事
務
用
品
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
か
ら
は
具
体
的
に
他
で
使
用
さ
れ

て
い
る
と
の
主
張
は
な
く
、
関
係
人
調
査
で
も
専
ら
調
査
研
究
活
動
に
使
用
し
て
い
る
旨
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　
先
述
の
よ
う
に
、
調
査
研
究
活
動
の
範
囲
は
広
く
解
さ
れ
て
お
り
、
請
求
人
は
違
法
な
支
出
が
あ

っ
た
こ
と
を
推
認
さ
せ
る
だ
け
の
一
般
的
、
外
形
的
な
事
実
の
存
在
を
具
体
的
に
主
張
し
た
と
ま
で

は
言
え
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
件
政
務
調
査
費
の
支
出
が
違
法
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
と
ま
で
は
言

え
ず
、
一
律
に
按
分
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
も
っ
て
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
の
主
張
は
、
合
理
性
が

な
く
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

イ
　
な
お
、
個
別
の
領
収
書
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
と
お
り
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。

−
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ア
　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
作
成
費
と
し
て
、
20
09
年
３
月
15
日
付
け
の
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
る
も
の

が
あ
っ
た
。
平
成
20
年
度
の
も
の
と
見
受
け
ら
れ
た
が
、
調
査
に
よ
り
20
10
年
３
月
15
日
の
記
載

誤
り
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

イ
　
通
信
運
搬
費
と
し
て
、
年
度
末
の
３
月
31
日
に
切
手
を
60
万
円
分
購
入
し
て
い
る
事
例
が
見
受

け
ら
れ
た
。
関
係
人
調
査
に
よ
る
と
報
告
書
送
付
用
と
認
め
ら
れ
、
政
務
調
査
費
と
し
て
の
支
出

と
推
認
で
き
る
。

　
な
お
、
年
度
末
に
60
万
円
分
の
切
手
が
購
入
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
こ
と
は
誤
解
を
招
く

お
そ
れ
が
あ
り
、
好
ま
し
い
も
の
と
は
言
え
な
い
。

⑶
　
調
査
内
容
が
不
明
な
調
査
委
託
費
に
つ
い
て

　
請
求
人
は
、
市
民
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
福
岡
が
平
成
22
年
12
月
に
、
平
成
21
年
度
政
務
調
査
費
で
支
出
さ

れ
た
調
査
委
託
費
に
つ
い
て
、
各
会
派
、
議
員
に
対
し
て
委
託
内
容
、
委
託
先
の
情
報
等
に
つ
い
て
公

開
質
問
状
を
提
出
し
た
も
の
に
対
し
て
委
託
調
査
内
容
に
関
す
る
回
答
が
寄
せ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を

も
っ
て
、
調
査
内
容
が
不
明
で
あ
り
、
総
額
20
,02
1,5
00
円
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
調
査
委
託
費
に
つ
い
て
は
、
契
約
書
や
成
果
物
を
公
に
す
る
と
委
託
調
査
等
の
内
容
が
明
ら
か
に
な

り
、
自
由
な
議
員
活
動
・
会
派
活
動
を
制
約
し
た
り
、
委
託
先
と
の
信
頼
関
係
を
阻
害
す
る
な
ど
、
以

後
の
議
会
活
動
に
支
障
を
生
ず
る
恐
れ
が
あ
り
、
政
務
調
査
費
本
来
の
趣
旨
が
損
な
わ
れ
る
場
合
が
あ

る
。

　
そ
の
た
め
事
務
処
理
要
領
に
お
い
て
は
、
政
務
調
査
業
務
を
団
体
又
は
個
人
に
委
託
す
る
場
合
に
は

、
委
託
す
る
業
務
内
容
、
委
託
金
額
、
委
託
期
間
、
成
果
物
等
を
明
記
し
た
契
約
書
を
交
わ
し
て
、
領

収
書
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
が
、
契
約
書
や
成
果
物
を
公
に
す
る
こ
と
は
予
定
さ
れ

て
い
な
い
。

　
各
会
派
で
は
、
回
答
で
き
る
範
囲
内
で
回
答
を
提
出
し
て
お
り
、
請
求
人
が
提
出
し
た
各
会
派
か
ら

の
公
開
質
問
状
の
回
答
に
は
、
契
約
書
等
を
公
開
し
な
い
理
由
が
明
記
さ
れ
て
い
た
。
請
求
人
が
主
張

す
る
よ
う
に
、
調
査
内
容
が
明
確
で
な
い
領
収
書
も
見
受
け
ら
れ
た
も
の
の
、
請
求
人
か
ら
の
質
問
状

に
具
体
的
な
回
答
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
の
み
を
も
っ
て
違
法
な
支
出
の
根
拠
と
す
る
主
張
は
、
合

理
性
が
な
く
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑷
　
食
糧
費
、
会
議
費
、
事
務
所
費
等
の
名
目
で
支
出
さ
れ
た
食
事
代
、
果
物
、
お
菓
子
に
つ
い
て

　
請
求
人
は
、
税
金
か
ら
の
支
出
が
是
認
さ
れ
る
「
調
査
研
究
に
必
要
不
可
欠
な
食
事
」
な
ど
と
い
う

も
の
は
あ
り
え
ず
、
「
調
査
研
究
」
を
口
実
と
し
た
合
理
的
な
理
由
が
ま
っ
た
く
な
い
議
員
の
食
事
へ

の
税
金
の
支
出
は
違
法
で
あ
り
、
会
派
で
の
議
会
終
了
後
の
食
事
代
や
、
明
ら
か
に
後
援
会
で
の
会
合

の
食
事
代
、
有
権
者
へ
の
食
事
な
ど
を
食
糧
費
、
会
議
費
、
事
務
所
費
等
の
名
目
で
支
出
し
た
食
事
代

、
果
物
、
お
菓
子
の
全
額
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

　
事
務
処
理
要
領
に
お
い
て
は
、
会
議
等
に
お
け
る
食
糧
費
に
政
務
調
査
費
を
充
当
す
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
公
職
選
挙
法
の
制
限
に
抵
触
し
な
い
こ
と
及
び
社
会
通
念
上
妥
当
な
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
前

提
と
し
た
上
で
、
食
糧
費
の
支
出
自
体
が
調
査
研
究
活
動
と
し
て
の
会
議
等
と
の
一
体
性
が
あ
る
場
合

に
限
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
調
査
研
究
活
動
と
し
て
開
催
さ
れ
る
昼
食
会
等
の
経
費
や
会
合
等
に
お

け
る
茶
菓
等
の
経
費
に
つ
い
て
は
、
政
務
調
査
費
を
充
当
で
き
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

　
監
査
の
結
果
、
請
求
一
覧
表
の
う
ち
67
件
、
58
1,
57
4円
分
に
つ
い
て
は
、
既
に
取
り
下
げ
ら
れ
て

い
た
た
め
、
残
余
の
15
6件
の
領
収
書
等
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
酒
類
の
提
供
や
一
人
当
た
り
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著
し
く
高
額
な
食
事
代
等
は
見
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
請
求
人
の
主
張
は
、
社
会
通
念
上
妥
当
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
の
食
事
や
茶
菓
子
等
の
提
供
ま
で
も

否
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
律
に
食
糧
費
の
支
出
そ
の
も
の
が
是
認
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
の
主
張

で
あ
っ
て
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

⑸
　
政
党
活
動
、
後
援
会
活
動
へ
の
支
出
に
つ
い
て

ア
　
請
求
人
は
、
政
党
の
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
、
自
民
党
研
修
会
へ
の
参
加
費
、
有
権
者
へ
配
布
し
た
県

民
手
帳
購
入
費
、
県
議
会
見
学
バ
ス
ツ
ア
ー
代
金
、
名
刺
の
印
刷
代
、
相
撲
後
援
会
の
会
費
な
ど
は

、
明
ら
か
に
政
党
、
後
援
会
活
動
で
あ
り
、
92
9,
06
0円
全
額
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
主
張
す
る

。
　
　
こ
の
う
ち
13
件
、
65
8,
90
0円
分
に
つ
い
て
は
既
に
取
り
下
げ
が
な
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
ら

を
除
き
判
断
す
る
と
、
請
求
人
が
具
体
的
に
政
党
活
動
・
後
援
会
活
動
と
の
関
連
を
主
張
し
て
お
ら

ず
、
違
法
で
あ
る
と
の
理
由
が
不
明
で
あ
っ
て
、
全
額
が
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
の
主
張
は
認
め
る

こ
と
は
で
き
な
い
。

イ
　
な
お
、
個
別
の
領
収
書
に
つ
い
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
と
お
り
の
事
実
が
認
め
ら
れ
た
。

ア
　
請
求
人
が
政
党
の
資
金
パ
ー
テ
ィ
ー
に
支
出
し
た
と
主
張
す
る
会
費
等
に
つ
い
て
は
、
収
支
報

告
書
の
添
付
書
類
に
「
国
政
等
の
講
演
を
聞
く
事
に
よ
り
県
政
へ
の
活
用
等
の
勉
強
の
た
め
の
参

加
。
分
権
時
代
に
対
応
し
県
行
政
の
改
革
に
つ
い
て
」
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
一
方
で
請
求
人
か

ら
は
、
違
法
性
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
主
張
も
な
い
た
め
、
県
の
事
務
及
び
地
方
行
財
政
に
関
す

る
調
査
研
究
の
た
め
の
情
報
収
集
等
に
必
要
な
経
費
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

イ
　
県
議
会
見
学
バ
ス
ツ
ア
ー
バ
ス
代
に
つ
い
て
は
、
県
議
会
の
見
学
・
傍
聴
は
、
県
議
会
の
状
況

や
政
策
に
つ
い
て
理
解
を
促
進
さ
せ
、
議
会
傍
聴
者
か
ら
意
見
を
聴
取
す
る
機
会
と
な
る
こ
と
か

ら
、
調
査
研
究
活
動
の
一
環
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
社
会
通
念
上
妥
当
な
範
囲
の
も
の
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
使
途
基
準
に
は
合
致
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
な
お
、
バ
ス
代
と
し
て
飲
食
関
係
の
業
者

か
ら
の
領
収
書
が
添
付
さ
れ
て
い
た
が
、
誤
解
を
招
く
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
支
出
方
法
と
し
て

は
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。

ウ
　
名
刺
代
に
つ
い
て
は
、
請
求
人
は
政
務
調
査
費
で
経
費
と
し
て
支
出
で
き
る
も
の
で
は
な
い
と

主
張
す
る
が
、
調
査
研
究
活
動
に
お
い
て
関
係
者
に
対
し
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
調
査

を
円
滑
に
実
施
す
る
上
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
必
要
な
経
費
と
認
め
ら
れ
る

と
こ
ろ
で
あ
り
、
一
定
の
枚
数
を
政
務
調
査
費
で
充
当
す
る
こ
と
は
合
理
性
が
認
め
ら
れ
る
。
な

お
、
１
月
11
日
に
報
告
書
作
成
費
の
「
名
刺
印
刷
代
」
と
し
て
84
,0
00
円
の
支
出
、
３
月
31
日
に

事
務
所
費
の
「
名
刺
印
刷
代
」
と
し
て
56
,7
00
円
の
支
出
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
相
当

な
枚
数
を
印
刷
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
、
支
出
方
法
と
し
て
は
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い

。
エ
　
相
撲
後
援
会
の
会
費
に
つ
い
て
、
関
係
人
調
査
に
よ
れ
ば
、
地
域
の
若
者
・
子
供
達
の
教
育
・

ス
ポ
ー
ツ
育
成
の
た
め
の
会
費
及
び
臨
時
会
費
と
し
て
支
払
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
一

方
で
請
求
人
か
ら
は
、
違
法
性
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
主
張
も
な
い
た
め
、
政
務
調
査
費
で
の
充

当
が
不
適
切
な
も
の
と
ま
で
は
言
え
な
い
。

⑹
　
新
聞
報
道
に
お
い
て
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て

　
請
求
人
は
、
上
記
以
外
の
支
出
で
新
聞
報
道
に
お
い
て
問
題
点
（
違
法
性
）
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
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知
人
へ
の
ブ
ロ
グ
添
削
料
、
親
族
会
社
へ
の
発
注
、
「
え
せ
同
和
」
Ｃ
Ｄ
の
購
入
、
多
額
の
タ
ク
シ
ー

代
に
つ
い
て
は
、
新
聞
記
事
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、
全
額
違
法
な
支
出
で
あ
る
旨
主
張
す
る
。

　
請
求
人
は
新
聞
報
道
が
あ
っ
た
も
の
は
全
額
が
違
法
で
あ
る
旨
主
張
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
支
出
に
つ

い
て
関
係
人
か
ら
聴
取
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
い
ず
れ
も
調
査
研
究
活
動
に
要
し
た
経
費
で
あ
り
、

使
途
基
準
及
び
事
務
処
理
要
領
に
反
す
る
も
の
で
は
な
く
、
請
求
人
の
全
額
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
す

る
根
拠
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
ま
た
、
４
月
３
日
か
ら
２
月
１
日
ま
で
43
件
の
タ
ク
シ
ー
代
に
つ
い
て
も
、
効
率
的
な
調
査
研
究
活

動
の
た
め
に
必
要
な
費
用
で
あ
り
、
実
際
に
か
か
っ
た
経
費
に
政
務
調
査
費
が
充
当
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
て
、
請
求
人
主
張
の
よ
う
に
新
聞
記
事
に
載
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
全
額
違
法
な
支
出
で
あ
る
と
す
る

主
張
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
以
上
の
結
果
、
違
法
な
公
金
の
支
出
で
あ
る
と
い
う
請
求
人
の
主
張
に
は
、
理
由
が
な
い
も
の
と
判

断
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
件
請
求
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
棄
却
す
る
。
			
			
			
	

　
３
　
意
　
見

　
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
監
査
委
員
と
し
て
の
意
見
を
次
の
と
お
り
述
べ

る
。

⑴
　
議
会
事
務
局
に
は
4月
末
に
収
支
報
告
書
及
び
領
収
書
等
の
写
し
が
提
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
が
7月
に
閲

覧
に
供
さ
れ
た
後
に
、
新
聞
報
道
等
を
受
け
て
、
11
2件
、
1,
47
0,
17
1円
分
の
修
正
収
支
報
告
が
な
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
領
収
書
の
年
度
が
誤
っ
て
い
る
も
の
も
見
受
け
ら
れ
た
。
議
会
事
務
局
に
お
い
て

は
、
今
後
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
よ
う
、
領
収
書
等
の
確
認
方
法
の
工
夫
・
改
善
が
図
ら
れ
る
よ

う
望
む
も
の
で
あ
る
。

⑵
　
県
議
会
に
お
い
て
は
、
全
て
の
支
出
に
つ
い
て
領
収
書
そ
の
他
の
証
拠
書
類
の
写
し
の
添
付
を
義
務

付
け
る
な
ど
、
政
務
調
査
費
の
適
正
化
、
透
明
化
に
向
け
、
適
切
な
運
用
に
努
力
し
た
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
回
の
監
査
請
求
を
通
し
て
は
、
県
議
会
見
学
バ
ス
ツ
ア
ー
代
や
名
刺
印
刷

代
、
年
度
末
の
切
手
60
万
円
購
入
な
ど
、
な
お
透
明
性
に
お
い
て
不
充
分
な
点
も
見
受
け
ら
れ
た
。

　
議
会
に
お
い
て
は
昨
年
、
事
務
処
理
要
領
を
再
度
見
直
し
、
領
収
書
の
マ
ス
キ
ン
グ
や
食
糧
費
の
制

限
、
調
査
委
託
の
成
果
物
等
に
つ
い
て
改
善
を
図
り
、
平
成
23
年
度
か
ら
適
用
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。

　
今
後
と
も
引
き
続
き
制
度
の
あ
り
方
や
運
用
方
法
に
検
証
を
加
え
、
よ
り
良
い
政
務
調
査
費
制
度
の

推
進
を
図
り
、
県
民
に
対
す
る
説
明
責
任
が
果
た
さ
れ
る
よ
う
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
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